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は
じ
め
に 

 　

一
九
四
五
年
五
月
九
日
、
連
合
国
に
無
条
件
降
伏
し
た
ド
イ
ツ
は
占
領
体
制
の
も
と
に
お
か
れ
た
。
西
側
占
領
地
区
は
一
九
四
九

年
五
月
二
三
日
の
基
本
法
の
公
布
を
も
っ
て
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
な
っ
た
。
で
は
一
体
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
創
設
に
と
っ
て

占
領
体
制
は
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
占
領
は
た
ん
な
る
分
割
占
領
に
よ
る
直
接
統
治
で
は
な
く
、
む

し
ろ
直
接
統
治
と
間
接
統
治
が
重
畳
す
る
「
複
合
占
領
」
で
あ
っ
た
。
複
合
占
領
体
制
下
で
「
国
家
化
」
と
「
原
連
邦
制
化
」
が
進

め
ら
れ
、
そ
う
し
た
過
程
を
前
提
に
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
国
家
と
連
邦
制
が
建
設
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
複
合
占
領
期
の
国
家
化
と
原
連

邦
制
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
占
領
体
制
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
関
係
を
解
明
す
る
。 

 　

国
家
化
と
は
、
一
定
領
域
に
お
い
て
国
家
要
素
が
具
備
さ
れ
、
国
家
の
「
か
た
ち
」
が
形
成
さ
れ
る
過
程
、
リ
ン
ス
や
ス
テ
パ
ン

を
援
用
す
れ
ば
「
国
家
性
（stateness

）」
を
次
第
に
帯
び
て
い
く
過
程
で
あ
る
（Linz/Stepan 16, 

邦
訳47

）。
国
家
要
素
と
は
、

領
域
、
立
法
・
行
政
・
司
法
の
統
治
枠
組
み
、
金
融
・
通
貨
制
度
、
経
済
制
度
、
社
会
制
度
と
い
っ
た
国
家
枠
組
み
と
国
家
運
営
制

度
で
あ
る
。
複
合
占
領
の
も
と
で
、
国
家
要
素
が
次
第
に
集
積
さ
れ
る
国
家
化
が
進
展
し
、
西
ド
イ
ツ
国
家
の
「
原
型
」
が
形
成
さ
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れ
た
。
複
合
占
領
期
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
る(1)

。 

 　

原
連
邦
制
化
と
は
、戦
後
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
萌
芽
形
態
が
生
み
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
一
般
に
ド
イ
ツ
を
含
む
連
邦
制
は
、

連
邦
と
構
成
体
（
州
、
カ
ン
ト
ン
、
自
治
州
、
共
同
体
、
地
域
）
の
間
の
主
権
分
割
・
分
有
体
制
、
と
り
わ
け
立
法
権
の
分
割
体
制

で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
こ
の
点
に
加
え
、次
の
固
有
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
第
一
に
、連
邦
が
立
法
し
、州
が
執
行
す
る
「
機

能
分
割
型
連
邦
制
」
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
連
邦
・
州
間
で
政
策
領
域
を
分
割
す
る
二
元
的
連
邦
制
で
は
な
い
。
第
二
に
、

第
二
院
で
あ
る
連
邦
参
議
院
が
州
の
政
府
代
表
で
構
成
さ
れ
、
連
邦
の
立
法
に
参
画
し
、
と
き
に
は
拒
否
権
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
機

能
す
る
。
こ
の
意
味
で
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
「
立
法
参
画
協
働
型
連
邦
制
」
で
あ
り
、
州
の
人
口
数
に
か
か
わ
ら
ず
各
州
二
名
の
代
表

で
構
成
す
る
ア
メ
リ
カ
の
上
院
型
連
邦
制
と
は
異
な
る
。
第
三
に
、
共
同
税
・
連
邦
税
・
州
税
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
税
を
税
源
と
し
、
水

平
的
・
垂
直
的
財
政
調
政
制
度
を
備
え
る
「
結
合
財
政
調
整
型
連
邦
制
」
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
財
政
調
整
を
欠
く
ア
メ
リ
カ
連
邦

制
と
違
い
が
あ
る
。
第
四
に
、
連
邦
の
「
法
的
・
経
済
的
統
一
性
」
と
「
生
活
条
件
の
統
一
性
な
い
し
は
均
質
性
」
を
政
策
理
念
と

す
る
「
単
一
型
連
邦
制
」
で
あ
る
。
第
五
に
、
連
邦
と
州
の
間
、
州
と
州
の
間
の
公
式
・
非
公
式
の
意
思
調
整
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
備

え
た
「
協
調
的
交
渉
型
連
邦
制
」
で
あ
る(2)  

。
こ
う
し
た
戦
後
連
邦
制
の
原
基
形
態
は
ま
さ
に
複
合
占
領
期
に
現
れ
た
。 

 　

近
年
わ
が
国
で
は
ド
イ
ツ
占
領
に
関
す
る
研
究
が
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
る
が
（
真
鍋
、
安
野
、
石
田
、
河
崎
）、
占
領
体
制
を
複

合
占
領
概
念
で
捉
え
、
占
領
統
治
体
制
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
家
と
連
邦
制
の
形
成
に
と
っ
て
い
か
な
る
前
提
的
な
位
置
を
占

め
る
か
に
関
す
る
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
一
方
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
研
究
の
な
か
に
は
占
領
期
に
連
邦
制
的
要
素
が
現
れ
た
と

の
指
摘
も
あ
り
、
本
稿
に
と
っ
て
示
唆
的
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
研
究
は
、
複
合
占
領
、
国
家
化
、
原
連
邦
制
化
を
分
析
概
念

に
用
い
て
一
九
四
九
年
連
邦
国
家
と
占
領
体
制
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
本
稿
の
狙
い
と
は
大
き
く
異
な
る
。 

 　

本
稿
の
目
的
と
視
点
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
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第
一
に
、
戦
後
連
邦
制
の
基
盤
を
な
す
州
の
形
成
と
州
の
行
政
体
化
か
ら
政
治
体
化
へ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
。
州
の
形
成
と

は
州
の
領
域
が
画
定
さ
れ
、
占
領
地
区
が
州
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
政
治
体
は
行
政
体
の
上
位
概
念
で
あ
る
。
行
政
体
と
は

一
定
の
地
域
範
囲
に
お
け
る
公
共
事
務
を
処
理
す
る
統
治
制
度
で
あ
り
、
そ
の
担
い
手
は
地
域
居
住
者
な
い
し
は
そ
の
代
表
の
直
接

的
な
信
認
を
受
け
る
者
で
は
な
く
、
占
領
機
関
も
し
く
は
そ
の
委
任
者
で
あ
る
。
政
治
体
と
は
直
接
的
な
信
認
と
そ
れ
に
基
づ
く
機

関
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
伴
い
、
立
法
機
能
と
行
政
機
能
を
備
え
た
統
治
制
度
で
あ
る
。 

 　

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
の
統
治
機
関
の
形
成
過
程
を
検

討
し
な
が
ら
連
邦
制
的
要
素
と
国
家
的
要
素
を
検
出
す
る
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
に
は
州
評
議
会
（Länderrat

）、
イ
ギ
リ
ス
占
領

地
区
に
は
地
区
審
議
会
（Zonenbeirat

）、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
（
ビ
ツ
ォ
ー
ネB

izone

）、
つ
ま
り
統
合
経
済

領
域
（Vereinigtes W

irtschaftsgebiet
）
に
は
経
済
評
議
会
（W

irtschaftsrat

）、
行
政
評
議
会
（Verw

altungsrat

）、
州
評
議
会

（Länderat

）
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
機
関
の
形
成
と
二
度
に
わ
た
る
改
革
を
追
究
す
る
。 

 　

第
三
に
、
占
領
統
治
の
な
か
に
外
発
性
と
内
発
性
な
ら
び
に
両
者
の
絡
み
合
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
外
発
性
と
は
占
領
当
局
の
ド

イ
ツ
側
に
対
す
る
命
令
、
要
請
、
指
示
な
ど
上
か
ら
の
関
与
で
あ
り
、
内
発
性
と
は
ド
イ
ツ
側
の
考
え
方
や
行
動
と
い
っ
た
下
か
ら

の
動
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
と
交
錯
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
占
領
体
制
の
性
格
が
捉
え
ら
れ
る
。 

 　

第
四
に
、
直
接
統
治
と
間
接
統
治
の
区
別
と
関
係
に
着
目
す
る
。
前
者
は
、
占
領
国
が
ド
イ
ツ
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の

方
針
で
制
度
を
作
り
、
ま
た
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
、
ド
イ
ツ
側
の
制
度
を
媒
介
に
し
て
占
領
軍
政
府
が
統
治
す

る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
で
は
最
終
的
に
は
占
領
軍
政
府
の
裁
可
を
要
す
る
に
し
て
も
、ド
イ
ツ
側
の
意
思
で
政
策
決
定
が
行
わ
れ
る
。

占
領
体
制
に
お
け
る
直
接
統
治
と
間
接
統
治
の
関
係
は
、
占
領
地
区
全
体
を
ひ
と
括
り
に
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
両
者
の
関
係
は

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
の
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
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た
相
違
に
留
意
す
る
こ
と
で
占
領
体
制
の
統
治
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
。 

 

Ⅰ　

州
の
形
成
と
行
政
体
化
・
政
治
体
化 

 　

1　

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
形
成
と
行
政
体
化
・
政
治
体
化 

 　

戦
後
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
基
盤
は
州
で
あ
る
。
州
は
単
一
国
家
の
構
成
単
位
（
県
、
市
町
村
）
と
違
っ
て
主
権
の
担
い
手
で
あ
り
、

国
政
に
参
画
す
る
こ
と
か
ら
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
州
の
領
域
が
画
定
さ
れ
た
の
は
占
領
初
期
で
あ
る
。 

 　

州
の
領
域
画
定
に
は
次
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
州
境
界
設
定
は
ド
イ
ツ
側
と
占
領
国
の
協
議
と
合
意
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
占
領
国
に
よ
る
上
か
ら
の
外
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
領
域
確
定
に
は
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
旧
来
の
州

領
域
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
、
旧
来
の
領
域
範
囲
を
考
慮
し
な
が
ら
も
人
為
的
な
線
引
き
を
し
た
も
の
、
そ
し
て
旧
プ
ロ

イ
セ
ン
の
解
体
と
新
州
へ
の
編
入
で
あ
る
。
第
三
に
、
州
形
成
は
最
初
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
着
手
さ
れ
、
続
い
て
イ
ギ
リ
ス
占

領
地
区
で
行
わ
れ
た
。 

 　

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
、
創
設
さ
れ
た
各
州
は
ま
ず
は
行
政
体
に
な
り
、
次
い
で
政
治
体
に
変
化
し
た
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区

全
体
は
州
評
議
会
の
設
置
に
よ
っ
て
準
連
邦
的
な
政
治
体
に
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
各
州
は
当
初
行
政
体
に
な
り
、
そ
の

後
政
治
体
に
推
移
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
は
地
区
審
議
会
の
設
置
に
よ
り
準
政
治
体
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合

占
領
地
区
は
行
政
体
か
ら
出
発
し
、
準
連
邦
制
的
な
政
治
体
に
発
展
し
た
。
占
領
地
区
の
州
レ
ベ
ル
、
占
領
地
区
レ
ベ
ル
、
統
合
占
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領
地
区
レ
ベ
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
展
開
を
み
せ
た
の
で
あ
る(3)  

。 

 

州
の
形
成 

 　

西
側
占
領
地
区
の
な
か
で
い
ち
早
く
州
を
形
成
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
九
月
一
九
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ア
メ
リ
カ
軍
最
高
司
令
官
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D

w
ight D

avid Eisenhow
er

）
は
布
告
第
二
号
を
発
し
た
。
布
告
は
「
ア
メ

リ
カ
占
領
地
区
内
に
行
政
領
域
（Verw

altungsgebiete

）
を
設
け
る
。
こ
れ
は
今
後
、
州
（Staaten

）
と
称
す
る
。
各
州
は
州
政

府
（Staatsregierung

）
を
有
す
る
」（H

ärtel, 201

）
と
定
め
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
の

三
つ
の
州
が
設
け
ら
れ
た
。 

 　

バ
イ
エ
ル
ン
州
は
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
に
編
入
さ
れ
た
プ
フ
ァ
ル
ツ
を
除
き
、
旧
来
の
歴
史
的
な
領
域
を
維
持
し
た
。
ヘ
ッ
セ

ン
州
は
か
つ
て
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
一
部
、
ク
ー
ル
ヘ
ッ
セ
ン
お
よ
び
ナ
ッ
サ
ウ
と
旧
ヘ
ッ
セ
ン
州
か
ら
形
成
さ
れ
た
。
旧
ヘ
ッ
セ
ン

州
内
の
ラ
イ
ン
ヘ
ッ
セ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
に
編
入
さ
れ
た
（G

unlicks, 34

）。
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
州
は
、
ア

メ
リ
カ
軍
の
ラ
イ
ン
中
部
地
域
や
北
部
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
考
慮
し
、
戦
略
的
理
由
か
ら
ウ
ル
ム
・
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
・
カ
ー

ル
ス
ル
ー
エ
を
結
ぶ
ア
ウ
ト
ー
バ
ー
ン
に
沿
っ
て
線
引
き
さ
れ
、
そ
の
北
部
を
組
み
込
む
一
方
、
南
部
を
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
に
編

入
し
て
形
成
さ
れ
た
。
旧
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
と
旧
バ
ー
デ
ン
の
各
北
半
分
を
合
併
し
て
境
界
が
画
さ
れ
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ー
メ

ン
は
一
旦
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
組
み
込
ま
れ
た
が
、
一
九
四
七
年
一
月
二
一
日
の
布
告
第
三
号
で
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
に

な
っ
た
（H

ärtel, IX
, 2; B

enz 2009, 67; Schnakenberg, 89, 111; Latour, 92, 119; H
ärtel, X

III; Vogel, 16; Pünder, 35

）。

こ
の
よ
う
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
後
、
た
だ
ち
に
占
領
国
は
旧
来
の
領
域
を
受
け
継
い
だ
州
と
、
伝
統
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
的
・

経
済
的
結
び
つ
き
と
は
関
わ
り
の
な
い
人
為
的
な
州
を
設
け
た
の
で
あ
る
。（H

ärtel, 8

）。 
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各
州
に
は
、
占
領
軍
政
府
と
連
合
国
管
理
理
事
会
（K

ontrolrat

）
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
で
行
使
さ
れ
る
立
法
・
行
政
・
司
法

の
権
限
、
財
政
高
権
、
租
税
権
限
が
委
ね
ら
れ
た
（H

ärtel, 202; B
enz 1984a, 58, 59; B

enz 1984b, 41; B
enz 2009, 64 

― 65; 

Foelz-Schroeter, 22; G
olay, 38 

― 39; D
orendorf, 23

）。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
の
権
限
は
、
一
九
四
七
年
三
月
一
日
の
ア
メ

リ
カ
占
領
軍
政
府
布
告
第
四
号
で
定
め
ら
れ
た
（Vogel, 16

）。
占
領
軍
政
府
の
上
か
ら
の
直
接
統
治
に
よ
る
州
の
形
成
は
、
新
た

な
地
理
的
範
囲
を
画
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
権
限
委
譲
を
伴
っ
た
。
直
接
統
治
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
州
は
、
そ
の
後
間
接
統
治
の
基

盤
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 

州
の
行
政
体
化
か
ら
政
治
体
化
へ 

 　

州
の
領
域
画
後
ま
も
な
く
、
占
領
軍
政
長
官
は
上
か
ら
の
直
接
統
治
と
し
て
州
首
相
を
任
命
し
た
。
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー

デ
ン
首
相
と
し
て
一
九
四
五
年
九
月
に
マ
イ
ア
ー
（R

heinhold M
aier

）
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
首
相
に
は
ナ
チ
ス
時
代
に
ダ
ッ
ハ
ウ

強
制
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
（Fritz Schäffer

）
が
一
九
四
五
年
五
月
二
八
日
に
任
命
さ
れ
た
。
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー

は
同
年
九
月
二
八
日
に
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
を
解
任
し
、
亡
命
先
の
ス
イ
ス
か
ら
戻
っ
た
社
会
民
主
党
（
S
P
D
）
の
へ
ー
グ
ナ
ー

（W
ilhelm

 H
oegner

）を
一
〇
月
一
日
に
後
任
首
相
に
任
命
し
た
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
首
相
に
は
一
九
四
五
年
一
〇
月
に
ガ
イ
ラ
ー（K

arl 

G
eiler

）
が
任
命
さ
れ
た
（M

iller, 15; Foelz-Schroeter, 22; Latour, 88 

― 91; Vasold, 11

）。 

 　

州
首
相
の
も
と
で
州
は
行
政
体
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
（
市
町
村
、G

em
einde

）
と
ク
ラ
イ
ス
（
郡
、K

reis

）
の

議
会
選
挙
、
州
憲
法
制
定
会
議
の
招
集
と
州
憲
法
制
定
、
州
議
会
選
挙
、
そ
し
て
州
首
相
の
選
出
と
州
内
閣
の
発
足
を
通
じ
て
州
の

政
治
体
化
が
進
行
し
た
。 

 　

ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
選
挙
は
一
九
四
六
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
行
わ
れ
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
五
、六
二
八
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
市
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長
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
ゲ
マ
イ
ン
デ
議
会
選
挙
で
第
一
党
に
な
っ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟

（
C
D
U
／
C
S
U
）
で
、
第
二
党
は
社
会
民
主
党
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
イ
ス
議
会
選
挙
と
大
都
市
議
会
選
挙
は
一
九
四
六
年
四
月

二
八
日
に
行
わ
れ
た
。 

 　

ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
副
長
官
ク
レ
イ
（Lucius D

ubignon C
lay

）
は
一
九
四
六
年
二
月
末
に
州
憲
法
制
定
に
向
け
た
工
程
表
を

示
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
州
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
に
対
し
て
憲
法
草
案
を
作
成
す
る
憲
法
制
定
議
会
の

設
置
を
要
請
し
た(4)  
。
一
九
四
六
年
六
月
三
〇
日
の
普
通
選
挙
で
設
け
ら
れ
た
各
州
の
憲
法
制
定
会
議
が
準
備
し
た
憲
法
草
案
は
、

ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
（O

ffice of M
ilitary G

overnm
ent, U

nited States (O
M

G
U

S)

）
に
よ
っ
て
一
九
四
六
年
九
月
一
五
日
に

裁
可
さ
れ
、
一
一
月
三
日
ま
で
に
州
民
投
票
で
批
准
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
州
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は

一
〇
月
二
六
日
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
州
で
は
一
〇
月
二
四
日
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
一
〇
月
二
九
日
に
そ
れ
ぞ
れ
圧
倒

的
多
数
で
州
憲
法
が
採
択
さ
れ
た
。
続
い
て
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
州
で
は
一
九
四
六
年
一
一
月
二
四
日
に
、
ヘ
ッ
セ
ン

州
と
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
同
年
一
二
月
一
日
に
初
の
州
議
会
選
挙
と
州
民
投
票
に
よ
る
憲
法
の
批
准
が
行
わ
れ
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州

で
は
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
一
二
月
二
一
日
に
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
の
エ
ー
ハ
ル
ト
（H

ans Ehard

）
が
首
相
に
な
り
、
大
連
合

内
閣
が
発
足
し
た
。
州
の
領
域
形
成
は
上
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
選
挙
と
憲
法
制
定
を
経
な
が
ら
州
の
下
か
ら
の
政
治
体
化
が
進
行
し

た
の
で
あ
る
（Foelz-Schroeter, 21; Latour, 109 

― 111; A
kten B

d. 1, 31

）。 
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2　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
州
形
成
と
行
政
体
化
・
政
治
体
化 

 

州
の
形
成
と
地
区
審
議
会 

 　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
お
け
る
州
の
形
成
と
政
治
体
形
成
に
は
、ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
異
な
る
次
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
州
が
画
定
さ
れ
た
後
に
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
州
形
成
が
続
い
た
。
第
二
に
、
州
形
成
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
解

体
を
伴
っ
た
。
第
三
に
、
州
に
対
す
る
占
領
軍
政
府
の
権
限
移
譲
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
に
比
べ
て
限
定
的
で
あ
っ
た
。
第
四
に
、

州
形
成
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
（C

ontrol C
om

m
ission for G

erm
any/B

ritish Elem
ent (C

C
G

)

）
の
上
か
ら
の
一
方
的
な
も

の
で
は
な
く
、イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
ド
イ
ツ
側
代
表
を
含
む
占
領
軍
政
府
の
諮
問
・
助
言
機
関
で
あ
る
地
区
審
議
会
が
関
わ
っ
た
。 

 　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
違
っ
て
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
領
域
の
ハ
ノ
ー
バ
ー
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
、
シ
ュ
レ

ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
と
い
っ
た
諸
州
（Provinz

）
が
存
在
し
た
。
一
九
四
六
年
八
月
二
三

日
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
布
告
第
四
六
号
は
こ
う
し
た
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
諸
州
を
解
体
し
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ

ン
は
同
名
の
新
州
に
な
っ
た
。
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ラ
イ
ン
州
と
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
は
合
併
し
て
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
を
形
成
し
、
占
領
軍
政
府
は
初
代
州
首
相
に
ア
メ
ル
ン
セ
ン
（R

udolf A
m

elunxen

）
を
任
命
し
、
さ
ら
に

一
九
三
二
年
の
選
挙
結
果
を
も
と
に
州
議
会
議
員
を
任
命
し
た
。
ま
た
一
九
四
七
年
一
月
二
一
日
に
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
リ
ッ

ペ
を
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
に
加
え
た
。 

 　

一
九
四
六
年
一
一
月
一
日
の
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
布
告
第
五
五
号
に
よ
っ
て
、プ
ロ
イ
セ
ン
の
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
、ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ

バ
イ
ク
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
、
シ
ャ
ウ
ム
ブ
ル
ク
・
リ
ッ
ペ
を
統
合
し
て
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
が
形
成
さ
れ
た
。
ハ
ン
ザ
都
市
ハ

ン
ブ
ル
ク
は
旧
来
の
領
域
の
ま
ま
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
州
に
な
っ
た
。 
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イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
一
九
四
六
年
三
月
六
日
に
設
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
代
表
を
含
む
地
区
審
議
会
が
州
の
形
成
に
関
わ
っ

た
。
一
九
四
六
年
三
月
二
五
日
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
地
区
審
議
会
に
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
諸
州
を
シ
ュ
レ

ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
ノ
ル
ト
・
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
四
つ
の
州
に
再
編
す
る

こ
と
を
提
案
し
、
地
区
審
議
会
は
三
月
二
五
・
二
六
日
に
州
領
域
再
編
問
題
を
審
議
し
た
。
一
九
四
六
年
九
月
一
八
日
か
ら
二
〇
日

ま
で
開
催
さ
れ
た
第
七
回
地
区
審
議
会
で
は
州
形
成
に
関
す
る
様
々
な
提
案
が
投
票
に
付
さ
れ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
ニ
ー
ダ
ー
ザ

ク
セ
ン
を
含
む
四
つ
の
州
の
創
設
を
提
唱
し
た
コ
プ
フ
（H

inrich W
ilhelm

 K
opf

）
案
が
採
択
さ
れ
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
（K

urt 

Schum
acher

）、
レ
ー
ル
（R

obert Lehr

）
等
の
案
は
退
け
ら
れ
た
。
地
区
審
議
会
は
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
バ
イ
ク

を
そ
れ
ぞ
れ
州
に
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
さ
ら
に
布
告
第
四
六
号
が
定
め
た
ハ
ノ
ー
バ
ー
州
の
設
置
に
反
対
し
た
。
地
区
審
議
会
は

一
九
四
六
年
一
一
月
一
日
に
多
数
決
で
布
告
第
五
五
号
の
発
効
を
認
め
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
が
設
け
ら
れ
た
（Schnakenberg, 

58

）。
州
形
成
に
あ
た
っ
て
は
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
設
置
を
除
き
、
ド
イ
ツ
側
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た

の
で
あ
る
（H

ölscher, 87 

― 95; Schnakenberg, 57 

― 58

）。 

 

州
の
行
政
体
化
か
ら
政
治
体
化
へ 

 　

ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
の
五
倍
の
ス
タ
ッ
フ
を
擁
し
た
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
が
ド
イ
ツ
の
分
権
的
な
統

治
を
謳
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
と
は
違
っ
て
占
領
地
区
を
集
権
的
に
統
治
し
た
。（G

rindt, 16; Pünder, 

43; Schnakenberg, 52; Strauss, 18; A
kten B

d. 1, 43

）。
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
州
が
形
成
さ
れ
る
以
前
に
、
占
領
軍
政
府
は

一
九
四
五
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
行
政
長
官

を
任
命
し
た
。
州
境
界
画
定
後
、
当
初
占
領
軍
政
府
は
州
議
会
議
員
を
選
任
す
る
と
と
も
に
、
州
憲
法
制
定
会
議
の
設
置
と
州
憲
法
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の
制
定
に
至
る
ま
で
州
首
相
を
任
命
し
（B

enz 2009, 64

）、
上
か
ら
の
直
接
統
治
を
行
っ
た
。 

 　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
、
一
九
四
六
年
秋
に
自
治
体
選
挙
（K

om
m

unalw
ahl

）
が
実
施
さ
れ
た
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス

ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
初
の
州
議
会
選
挙
は
一
九
四
七
年
四
月
二
〇
日
に
行
わ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
が
九
二
議
席
を
得
て
第
一

党
に
、
社
会
民
主
党
は
六
四
議
席
で
第
二
党
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
、
社
会
民
主
党
、
中
央
党
、
共
産
党
の
大
連
合
が

成
立
し
、
一
九
四
七
年
六
月
一
七
日
に
ア
ー
ノ
ル
ト
（K

arl A
rnold

）
が
州
首
相
に
選
ば
れ
た
（Schnakenberg, 142, 148

）。 

 　

当
初
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
立
法
権
限
と
行
政
権
限
を
直
接
掌
握
し
た
が
、
一
九
四
六
年
一
二
月
一
日
の
占
領
軍
政
長
官
布

告
第
五
七
号
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
は
異
な
り
限
定
的
に
立
法
権
限
と
行
政
権
限
を
州
に
移
譲
し
た
（Schnakenberg, 

253; Pünder, 35

）。
こ
の
布
告
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
政
策
の
「
転
換
点
」
に
な
っ
た
（Schnakenberg, 61

）。 

 

州
憲
法
の
制
定 

 　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
州
は
行
政
体
と
し
て
発
足
し
、
占
領
軍
政
府
の
権
限
委
譲
を
経
な
が
ら
州
の
政
治
体
化
が
進
行
す
る
。

州
の
政
治
体
化
を
画
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
州
憲
法
制
定
で
あ
る
。
州
憲
法
の
制
定
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は

一
九
四
六
年
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
で
は
一
九
四
七
年
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
制
定
事
情
は
異
な
っ

た
。
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
、
ま
ず
州
暫
定
憲
法
が
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
四
七
年
に
定
め
ら
れ
、
次
い
で
一
九
四
九
年
か
ら

一
九
五
二
年
に
州
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。 

 　

州
憲
法
の
制
定
過
程
で
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
よ
り
も
占
領
軍
政
府
の
介
入
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
州

憲
法
の
原
則
や
内
容
を
ド
イ
ツ
側
に
積
極
的
に
提
示
し
、ド
イ
ツ
側
と
イ
ギ
リ
ス
側
の
間
で
制
憲
作
業
を
め
ぐ
る
協
議
が
行
わ
れ
た(5)  

。 

 　

イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
副
長
官
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（Sir B

rian R
obertson

）
は
、
一
九
四
六
年
一
一
月
一
五
日
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
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政
策
の
「
重
要
な
転
換
点
」
に
な
る
政
策
指
令
（Policy Instruction

）
第
一
号
で
州
憲
法
の
原
則
を
提
起
し
た
。
憲
法
原
則
と
は

信
仰
の
自
由
、
出
版
・
集
会
の
自
由
、
労
働
組
合
や
自
発
的
結
社
の
自
由
、
司
法
の
独
立
、
公
務
・
警
察
の
非
政
治
的
性
格
、
行
政

機
関
に
対
す
る
市
民
の
監
視
な
ど
で
あ
る
（Schnakenberg, 90, 95

）。
一
九
四
七
年
四
月
一
〇
日
の
タ
イ
ム
ズ
紙
（The Tim

es

）

の
「
ド
イ
ツ
の
憲
法
」
と
題
す
る
社
説
は
、
連
合
国
が
憲
法
原
則
を
提
示
す
る
に
し
て
も
、
ド
イ
ツ
が
自
ら
で
制
憲
作
業
を
行
う
よ

う
期
待
し
た
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
最
初
の
州
議
会
選
挙
の
二
週
間
後
の
一
九
四
七
年
五
月
三
日
、
イ
ギ

リ
ス
占
領
軍
政
府
は
州
憲
法
に
盛
り
込
む
べ
き
原
則
を
示
し
た
。
そ
の
原
則
と
は
人
権
尊
重
、
厳
密
な
権
力
分
立
、
司
法
の
独
立
、

地
方
自
治
、官
僚
の
非
政
治
性
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
一
九
四
七
年
八
月
二
六
日
に
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
、ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
対
し
て
、

州
が
将
来
の
ド
イ
ツ
中
央
政
府
の
権
力
集
中
に
抗
し
う
る
も
の
に
な
る
よ
う
求
め
た
（Schnakenberg, 104, 148

）。 

 　

一
九
四
七
年
一
一
月
五
・
六
日
に
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
メ
ン
ツ
ェ
ル
（W

alter M
enzel

）
お
よ
び
ア
ー

ノ
ル
ト
と
イ
ギ
リ
ス
側
が
州
憲
法
を
協
議
し
た
（Schnakenberg, 155

）。
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
州
憲
法
案
は
一
九
四
七
年
一
一
月
二
七

日
の
州
議
会
第
一
読
会
に
提
出
さ
れ
た
。
メ
ン
ツ
ェ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
を
受
け
入
れ
、
基
本
権
に
関
す
る
規
定
を
詳
細
に
す
る

と
と
も
に
州
議
会
議
員
数
を
増
や
し
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
自
治
や
議
会
会
期
を
三
年
に
し
た
。
こ
の
一
方
で
イ
ギ
リ
ス
が
求
め
た
州
政

府
の
議
会
解
散
権
と
内
閣
の
連
帯
責
任
を
拒
ん
だ
（Schnakenberg, 157, 158, 254

）。 

 　

州
憲
法
の
制
定
手
続
き
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
は
異
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
憲
法
制
定
議
会
は
普
通
選
挙
で
選

ば
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
占
領
軍
政
府
が
任
命
し
た
州
議
会
に
制
憲
作
業
が
委
ね
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
州
憲
法
の
批
准

は
選
挙
で
選
ば
れ
た
州
議
会
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
（Schnakenberg, 111

）。 

 　

一
九
四
八
年
九
月
一
日
に
基
本
法
制
定
を
審
議
す
る
議
会
評
議
会
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
州
憲

法
制
定
作
業
は
停
止
し
た
。
一
九
四
九
年
五
月
二
三
日
に
基
本
法
が
成
立
し
た
後
、
州
憲
法
の
制
定
審
議
が
再
開
さ
れ
、
シ
ュ
レ
ス
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ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
は
一
九
四
九
年
一
二
月
一
三
日
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
で
は
一
九
五
〇

年
六
月
二
八
日
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
で
は
一
九
五
一
年
四
月
一
三
日
に
暫
定
州
憲
法
が
成
立
し
、
一
九
五
二
年
六
月
六
日
に
ハ

ン
ブ
ル
ク
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
（Schnakenberg, 109

）。 

 

Ⅱ　

占
領
地
区
の
統
治
機
構
形
成 

 　

1　

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会 

 

州
評
議
会
の
設
立 

 　

複
合
占
領
体
制
に
お
い
て
、
各
占
領
地
区
で
は
州
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
占
領
地
区
を
単
位
と
す
る
統
治
機
構
が
設
け
ら
れ
た
。
各

州
形
成
と
占
領
地
区
統
治
機
構
形
成
の
関
係
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
異
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区

で
は
州
の
設
置
後
、
占
領
地
区
統
治
機
構
と
し
て
州
評
議
会
が
創
設
さ
れ
た
が
（A

kten B
d. 1, 59

）、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は

州
形
成
に
先
立
っ
て
地
区
審
議
会
が
設
け
ら
れ
た
。 

 　

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
に
対
す
る
指
示
（
一
九
四
五
年
一
〇
月
一
日
）
を
受
け
、
同
年
一
〇
月
一
七
日
、

ク
レ
イ
は
州
間
の
調
整
機
関
の
設
置
を
協
議
す
る
た
め
に
助
言
者
の
マ
ー
フ
ィ
（R

obert D
. M

urphy

）
と
ポ
ロ
ッ
ク
（Jam

es K
. 

Pollock

）、
バ
イ
エ
ル
ン
州
首
相
ヘ
ー
グ
ナ
ー
（W

ilhelm
 H

oegner

）、
ヘ
ッ
セ
ン
州
首
相
ガ
イ
ラ
ー
（K

arl G
eiler

）、
ビ
ュ
ル
テ

ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
州
首
相
マ
イ
ア
ー
（R

einhold M
aier

）、
ブ
レ
ー
メ
ン
市
長
カ
イ
ゼ
ン
（W

ilhelm
 K

aisen

）
を
シ
ュ
ツ
ッ
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ト
ガ
ル
ト
に
招
集
し
た
（M

iller, 26, 27; Latour, 121, 122; G
uradze, 191; W

engst, 21

）。
こ
こ
で
ク
レ
イ
は
、
中
央
の
行
政

機
関
が
存
在
し
な
い
状
況
で
は
州
間
の
行
政
の
調
整
を
図
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
述
べ
（Latour, 122

）、
州
評
議
会

の
設
置
を
提
案
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
の
各
州
が
設
け
ら
れ
た
ほ
ぼ
一
ヶ
月
後
、
ド

イ
ツ
側
も
参
加
し
た
協
議
を
経
て
、
州
間
の
調
整
機
関
と
し
て
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
四
州
の
首
相
が
構
成
す
る
州
評
議
会
が
創
設
さ

れ
た
（H

ärtel, 75
）。
ア
メ
リ
カ
は
人
口
一
、七
〇
〇
万
人
の
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
を
州
の
自
律
性
が
強
い
連
邦
構
造
に
す
る
こ
と

を
目
指
し
（Eschenburg, 77

）、
ク
レ
イ
は
第
二
帝
制
の
連
邦
参
議
院
（B

undesrat

）
と
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
共
和
国
参
議
院

（R
eichsrat

）
を
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
も
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
に
倣
っ
て
州
評
議
会
を
構
想
し
た
（Eschenburg, 85

(6)  

）。 

 　

州
評
議
会
は
一
九
四
五
年
一
一
月
六
日
に
第
一
回
会
合
を
行
い
（Strauss, 17

）、
評
議
会
規
程
を
制
定
し
た
。
州
評
議
会
は
ア

メ
リ
カ
占
領
地
区
の
中
央
政
府
（Zonenzentralregierung

）
で
は
な
い
が
、
占
領
地
区
の
法
的
、
行
政
的
統
一
性
を
確
保
し
、
州

を
こ
え
る
経
済
、
社
会
、
文
化
問
題
を
共
同
で
解
決
す
る
機
関
で
あ
り
、
州
間
の
生
活
状
態
の
統
一
性
を
図
る
州
間
の
調
整
機
関
で

あ
る
（Sante, 658, 659; B

enz 1984a, 58
）。 

 　

州
評
議
会
は
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
月
一
回
開
催
さ
れ
た
。
ク
レ
イ
は
州
評
議
会
に
毎
回
出
席
し
、
マ
ー
フ
イ
も
同
席
し
た

（M
iller, 87

）。
州
評
議
会
を
監
督
し
、
州
の
す
べ
て
の
業
務
の
調
整
に
あ
た
る
占
領
軍
政
府
機
関
が
一
九
四
五
年
一
一
月
に
設
け

ら
れ
た
地
域
統
治
調
整
局
（R

egional G
overnm

ent C
oordinating O

ffice (R
G

C
O

)

）
で
あ
る
（H

ärtel, 197; M
iller, 77

）。
そ

の
長
と
し
て
一
九
四
六
年
八
月
ま
で
任
に
あ
っ
た
の
が
ポ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
の
提
唱
者
で
あ

り
、
推
進
者
で
あ
っ
た
（H

ärtel, iX

）。 
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州
評
議
会
の
組
織 

 　

州
評
議
会
の
組
織
は
理
事
会
（D

irektorium

）、
委
員
会
（A

usschuss

）、
議
会
評
議
会
（Parlam

entarischer R
at

）
で
あ
る
。

一
九
四
六
年
六
月
四
日
の
第
九
回
州
評
議
会
は
、
活
動
の
拡
大
に
対
応
す
る
た
め
に
新
し
い
規
程
を
定
め
て
理
事
会
を
設
置
し
た
。

理
事
会
は
各
州
二
人
の
代
表
で
構
成
し
、
州
評
議
会
の
決
定
を
準
備
し
、
一
定
の
行
政
業
務
を
行
う
（Strauss, 17; H

ärtel, X
I; 

M
iller, 50, 51; G

uradze, 193

）。 

 　

各
種
委
員
会
は
州
評
議
会
の
決
定
の
準
備
と
州
評
議
会
へ
の
勧
告
を
行
う
。
委
員
会
の
決
定
は
全
会
一
致
を
要
す
る
。
一
九
四
五

年
一
一
月
六
日
の
第
二
回
州
評
議
会
は
避
難
民
、
食
糧
、
電
気
、
交
通
・
郵
便
の
四
つ
の
委
員
会
を
設
け
、
そ
の
後
、
経
済
・
産

業
・
通
商
、
財
政
、
福
祉
、
保
健
、
住
宅
、
建
設
、
統
計
、
法
務
な
ど
の
委
員
会
を
設
置
し
た
。
州
の
省
庁
メ
ン
バ
ー
が
委
員
会
を

構
成
し
た
。
委
員
会
の
多
く
は
一
九
四
九
年
九
月
三
〇
日
に
連
邦
政
府
が
こ
れ
ら
の
任
務
を
引
き
受
け
る
ま
で
存
続
し
た
（Latour, 

124; H
ärtel, 80 

― 86; M
iller, 32

）。 

 　

さ
ら
に
、
一
九
四
七
年
三
月
一
一
日
に
州
評
議
会
は
規
程
を
改
め
、
議
会
評
議
会
（Parlam

entarischer R
at

）
を
設
け
た
。
州

評
議
会
規
程
第
一
五
条
は
、「
諸
州
の
立
法
の
必
要
な
統
一
化
（A

ngleichung

）
を
促
進
す
る
た
め
、
州
評
議
会
の
所
在
地
に
議
会

評
議
会
を
設
け
る
」
と
定
め
た
よ
う
に
、
議
会
評
議
会
は
諸
州
の
立
法
の
調
整
を
図
り
（H

ärtel, X
III, 61, 190

）、「
州
評
議
会
に

提
出
さ
れ
る
す
べ
て
の
法
案
と
規
程
案
に
関
す
る
所
見
」（
規
程
第
一
五
条
）
を
述
べ
る
。
議
会
評
議
会
メ
ン
バ
ー
は
、
各
州
議
会

が
州
議
会
議
員
の
な
か
か
ら
政
党
勢
力
に
比
例
し
て
選
出
さ
れ
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
州

か
ら
各
七
人
、
ブ
レ
ー
メ
ン
か
ら
三
人
、
計
二
四
人
で
構
成
さ
れ
た
。
各
州
の
代
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
括
し
て
一
票
を
行
使
す
る
。

議
会
評
議
会
の
設
置
後
、
州
評
議
会
は
議
会
評
議
会
の
同
意
を
欠
く
法
律
を
定
め
な
か
っ
た
。
通
例
、
議
会
評
議
会
は
州
評
議
会
に

先
立
っ
て
開
催
さ
れ
た
（H

ärtel, X
III, 190; Latour, 125, 130; Pünder, 42; G

uradze, 200, 201

）。 
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州
評
議
会
の
活
動 

 　

州
評
議
会
の
役
割
は
何
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
間
の
調
整
（K
oordinierung

）
と
占
領
地
区
全
体
に
関
わ
る
立
法
で

あ
る(7)  
。
州
評
議
会
の
法
律
の
決
定
は
全
会
一
致
で
あ
り
、
法
律
は
占
領
軍
政
府
の
承
認
後
、
州
首
相
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
、
ア
メ

リ
カ
占
領
地
区
全
域
に
適
用
さ
れ
る
。
州
評
議
会
の
決
定
は
一
ヶ
月
以
内
に
州
が
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（B

enz 1984b, 41; 

B
enz 2009, 68, 69; H

ärtel, 69, 89, 189

）。 

 　

州
評
議
会
は
一
九
四
九
年
一
〇
月
二
二
日
の
最
終
会
合
に
至
る
ま
で
三
六
回
、
州
評
議
会
理
事
会
は
八
七
回
、
議
会
評
議
会
は

一
九
回
開
か
れ
た
（H

ärtel, 85, 86

）。
州
評
議
会
は
七
五
の
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
全
体
の
統
一
的
立
法
と
、
三
七
の
ア
メ
リ
カ
占

領
地
区
の
州
法
を
調
整
す
る
立
法
を
行
っ
た
。
前
者
の
統
一
立
法
の
す
べ
て
と
後
者
の
調
整
立
法
の
多
く
が
一
九
四
九
年
の
基
本
法

第
一
二
四
条
と
第
一
二
五
条
に
基
づ
き
連
邦
法
に
な
っ
た
（H

ärtel, X
III, 96

(8)  

）。 

 　

州
評
議
会
の
立
法
活
動
は
様
々
な
領
域
に
及
ん
だ
。
ク
レ
イ
は
一
九
四
五
年
一
〇
月
一
七
日
の
州
評
議
会
の
創
設
会
議
に
お
い

て
、
州
評
議
会
が
早
急
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
二
〇
〇
万
人
も
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ

ス
ロ
バ
キ
ア
、
バ
ル
カ
ン
諸
国
か
ら
の
ド
イ
ツ
人
避
難
民
の
受
け
入
れ
を
挙
げ
た
。
州
評
議
会
は
一
九
四
六
年
に
「
ド
イ
ツ
の
避
難

民
の
受
け
入
れ
と
統
合
に
関
す
る
法
」
を
制
定
し
（M

iller, 109 

― 112

）、
一
九
四
七
年
二
月
に
は
「
難
民
法
」
を
定
め
た
（H

ärtel, 

91

）。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
は
一
五
〇
万
人
の
追
放
民
と
二
〇
〇
万
人
以
上
の
避
難
民
を
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ

占
領
地
区
の
人
口
は
二
〇
・
三
％
増
加
し
、
社
会
構
造
が
大
き
く
変
容
し
た
。
ク
レ
イ
は
さ
ら
に
一
九
四
五
年
一
二
月
四
日
に
州
評

議
会
に
対
し
て
非
ナ
チ
化
方
針
を
定
め
る
よ
う
指
示
し
た
。 

 　

食
糧
不
足
、
運
輸
、
郵
便
、
電
信
・
電
話
制
度
の
崩
壊
、
財
政
制
度
の
不
備
、
労
働
力
不
足
な
ど
を
背
景
に
、
一
九
四
六
年
秋
ま

で
州
評
議
会
の
活
動
の
重
点
は
財
政
・
信
用
、
郵
便
、
交
通
、
食
糧
、
農
業
、
産
業
政
策
に
あ
り
、
一
九
四
七
年
に
は
立
法
の
大
部
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分
が
社
会
政
策
関
連
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
州
評
議
会
は
工
場
解
体
（D

em
ontage

）
の
対
象
や
規
模
の
決
定
に
も
関
わ
っ
た
（H

ärtel, 

31 
― 33, 69

）。 

 　

州
評
議
会
の
創
設
者
で
あ
り
、
そ
の
推
進
者
で
あ
っ
た
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
ア
メ
リ
カ
に
帰
国
後
の
一
九
四
六
年
八
月
一
三
日
に
、「
州

評
議
会
の
発
展
と
展
開
は
他
の
ド
イ
ツ
の
地
域
に
と
っ
て
き
わ
め
て
モ
デ
ル
に
な
り
う
る
」
と
積
極
的
な
評
価
を
下
し
た
の
で
あ
る

（H
ärtel, 39; Eschenburg, 85

）。 

 

州
評
議
会
体
制
と
準
連
邦
制
的
政
治
体 

 　

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
を
中
心
に
理
事
会
、
委
員
会
、
議
会
評
議
会
も
含
む
占
領
統
治
機
構
を
州
評
議
会
体
制
と
規

定
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
一
九
四
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
形
成
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ェ
ル

ツ
・
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
体
制
は
き
わ
め
て
特
異
な
連
邦
主
義
的
制
度
で
あ
る
（Foelz-

Schroeter, 39

）。
ま
た
ベ
ン
ツ
の
見
解
で
は
、ア
メ
リ
カ
は
州
評
議
会
を
将
来
の
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
モ
デ
ル
に
し
よ
う
と
し
た（B

enz 

2009, 68

）。
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
は
、
州
評
議
会
の
設
置
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
政
治
生
活
は
連
邦
制
的
な
基
礎
を
得
た

と
見
る
（Lehm

bruch 1978, 41

(9)  

）。 

 　

こ
の
よ
う
な
見
解
を
踏
ま
え
て
州
評
議
会
体
制
の
な
か
に
連
邦
制
的
な
要
素
を
探
る
な
ら
ば
、次
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、

州
評
議
会
が
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
全
体
の
立
法
を
行
い
、
各
州
が
そ
れ
を
執
行
す
る
形
で
占
領
地
区
と
州
の
機
能
分
割
が
あ
る
。
第

二
に
、
州
首
相
で
構
成
さ
れ
る
州
評
議
会
と
州
議
会
選
出
メ
ン
バ
ー
か
ら
成
る
議
会
評
議
会
を
通
じ
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
立

法
に
州
が
参
画
・
協
働
す
る
。
第
三
に
、
州
評
議
会
お
よ
び
議
会
評
議
会
が
州
間
の
利
害
調
整
機
能
を
有
し
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区

全
体
の
法
的
統
一
性
と
生
活
条
件
の
統
一
性
を
図
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
機
能
分
割
、
立
法
へ
の
参
画
・
協
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働
、
州
間
協
調
と
統
一
性
と
い
っ
た
戦
後
ド
イ
ツ
連
邦
制
に
準
じ
た
特
徴
が
検
出
さ
れ
る
。
州
首
相
は
州
評
議
会
を
将
来
の
ド
イ
ツ

連
邦
制
の
モ
デ
ル
と
看
做
し
た
が（W

engst, 22

）、そ
う
し
た
州
評
議
会
体
制
下
の
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
は「
準
連
邦
制
的
政
治
体
」

と
規
定
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 　

2　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
地
区
審
議
会 

 

地
区
審
議
会
の
設
置 

 　

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
体
制
と
異
な
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
地
区
審
議
会
で
あ
る
。
地
区
審
議
会
は
一
九
四
六

年
二
月
一
五
日
の
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
布
告
第
一
二
号
に
よ
っ
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
設
け
ら
れ
た
。
布
告
が
地
区
審
議
会
を
「
執
行

権
限
を
も
た
な
い
審
議
機
関
（beratende K

örperschaft

）」
と
定
め
た
よ
う
に
（B

enz 1984b, 42; B
enz 2009, 69, 70; G

rindt, 

37; Pünder, 44; A
kten B

d. 1, 52; D
orendorf, 24

）、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
の
諮
問
機
関
で
あ
り
、
立
法
権
限
と
執
行

権
限
を
持
た
な
か
っ
た
。
地
区
審
議
会
は
毎
月
一
回
開
か
れ
、
一
九
四
六
年
二
月
一
五
日
の
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
の
方
針
に
基

づ
い
て
活
動
し
た
（A
kten B

d. 1, 53; D
orendorf, 25

）。
一
九
四
六
年
三
月
六
日
、
地
区
審
議
会
の
開
会
式
（konstituierende 

Sitzung

）
と
第
一
回
会
合
が
行
わ
れ
た
。
開
会
を
宣
言
し
た
の
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
で
あ
る
。 

 　

地
区
審
議
会
は
、
六
人
の
州
の
首
長
（
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル

シ
ュ
タ
イ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
各
一
人
、
そ
し
て
ブ
レ
ー
メ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
バ
イ
ク
、
リ
ッ
ペ
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
の
共
同

代
表
一
人
）、
商
工
業
、
食
糧
・
農
業
、
司
法
、
保
健
、
郵
便
・
電
信
、
交
通
、
労
働
力
、
避
難
民
、
公
安
、
教
育
、
財
政
各
分
野

の
専
門
家
一
一
人
、
政
党
代
表
七
人
、
労
働
組
合
代
表
二
人
、
消
費
者
協
同
組
合
代
表
二
人
で
構
成
さ
れ
、
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
占
領
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軍
政
府
が
任
命
し
た
。
政
党
代
表
が
地
区
審
議
会
メ
ン
バ
ー
に
入
っ
た
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
異
な
っ
て
イ
ギ
リ
ス
占

領
地
区
で
は
早
く
か
ら
政
党
が
活
動
し
、
政
党
基
盤
が
比
較
的
整
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（W

eiz, 210

）。
地
区
審
議
会
は
「
ド
イ

ツ
の
擬
似
議
会
的
機
関
」
で
あ
っ
た
（B

enz 2009, 146

）。 

 

地
区
審
議
会
の
改
組
・
組
織
・
活
動 

 　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
は
商
・
工
業
、
食
糧
・
農
業
、
司
法
、
保
健
、
郵
便
・
通
信
、
運
輸
、
労
働
、
避
難
民
、
公
安
、
教
育

分
野
の
占
領
軍
政
府
機
関
（Zentraläm

ter

）
が
設
け
ら
れ
た
（A

kten B
d. 1, 52

）。
例
え
ば
一
九
四
六
年
一
〇
月
一
日
の
布
告
第

四
一
号
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
中
央
司
法
局
（Zentral-Justizam

t für die britische Zone

）
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
、
イ
ギ
リ

ス
占
領
地
区
中
央
経
済
局
（Zentralam

t für W
irtschaft

）
は
一
九
四
六
年
一
〇
月
八
日
の
布
告
第
五
二
条
で
ミ
ン
デ
ン
に
、
ま

た
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
中
央
財
務
局
（Zentral-H

aushaltsam
t für die britische Zone

）
は
一
九
四
六
年
一
二
月
一
日
の
布
告
第

五
八
号
で
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
占
領
軍
政
府
機
関
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
全
体
の
立
法
権
限
と
調
整
機
能
を
有

し
た
（Pünder, 45, 46

）。 

 　

地
区
審
議
会
は
一
九
四
九
年
の
西
ド
イ
ツ
国
家
誕
生
ま
で
存
在
し
た
が
、
そ
の
間
、
組
織
改
革
が
行
わ
れ
た
。
一
九
四
六
年
八
月

一
四
日
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
地
区
審
議
会
で
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
新
た
な
協
力
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
と

と
も
に
そ
の
改
革
を
提
案
し
た
（G

rindt, 67

）。
一
九
四
六
年
一
〇
月
一
三
日
の
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
選
挙
後
、
同

年
一
〇
月
二
四
日
開
催
の
地
区
審
議
会
第
八
回
会
合
で
、
社
会
民
主
党
の
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
と
ヘ
ス
ラ
ー
（H

essler

）
は
ゲ
マ
イ

ン
デ
選
挙
結
果
に
対
応
す
る
よ
う
地
区
審
議
会
の
拡
大
を
提
案
し
た
。
同
年
一
一
月
一
九
日
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
地
区
審
議

会
の
改
組
を
指
示
し
た
。
一
九
四
七
年
一
月
二
七
日
の
地
区
審
議
会
第
一
〇
回
会
合
は
ヘ
ス
ラ
ー
案
を
全
会
一
致
で
採
択
し
、
地
区
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審
議
会
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
選
挙
結
果
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（D

orendorf, 32, 33

）。 

 　

さ
ら
に
一
九
四
七
年
六
月
一
〇
日
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
布
告
第
八
〇
号
に
よ
っ
て
地
区
審
議
会
は
抜
本
的
に
改
革
さ
れ
、
メ

ン
バ
ー
は
三
七
人
に
な
っ
た
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
二
〇
人
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
一
〇
人
、
シ
ュ
レ
ス

ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
四
人
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
三
人
の
メ
ン
バ
ー
は
、
州
議
会
に
よ
っ
て
一
九
四
七
年
四
月
二
〇
日
の
イ
ギ

リ
ス
占
領
地
区
の
最
初
の
州
議
会
選
挙
の
政
党
得
票
に
比
例
し
て
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
地
区
審
議
会
の
政
党
別
構
成
は
、
社

会
民
主
党
一
四
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
一
二
、
共
産
党
四
、
自
由
民
主
党
四
、
中
央
党
二
、
ド
イ
ツ
党
二
と
な
っ
た
（D

orendorf, 

38, 39; Pünder, 44

）。
改
革
に
よ
っ
て
地
区
審
議
会
は
議
事
日
程
を
自
ら
決
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政

府
機
関
の
監
督
と
調
整
を
行
う
権
限
は
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
。
改
革
に
よ
っ
て
地
区
審
議
会
は
職
業
身
分
代
表
制
か
ら
各
州
議
会

の
選
出
代
表
制
に
代
わ
り
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
「
立
法
権
限
な
き
議
会
化
」
が
進
行
し
た
（D

orendorf, 38, 39; Pünder, 44; 

B
enz 2009, 70

）。 

 　

以
上
の
改
革
と
な
ら
ん
で
、
一
九
四
七
年
六
月
一
一
・
一
二
日
の
地
区
審
議
会
第
一
二
回
会
合
に
お
い
て
、
基
本
委
員
会
を
は
じ

め
工
業
・
営
業
、
農
業
、
食
糧
、
法
律
・
憲
法
、
保
健
、
郵
便
・
電
信
、
財
政
、
労
働
力
、
公
安
、
教
育
、
交
通
、
避
難
民
、
戦
争

捕
虜
、
社
会
政
策
、
文
化
、
建
設
・
住
宅
と
い
っ
た
各
分
野
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
。
各
委
員
会
は
一
一
人
で
構
成
さ
れ
、
そ
の

政
党
配
分
は
社
会
民
主
党
・
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
各
三
、共
産
党
二
、自
由
民
主
党
・
ド
イ
ツ
党
・
中
央
党
各
一
で
あ
る
（D

orendorf, 

39, 40

）。 

 

地
区
審
議
会
と
準
間
接
統
治 

 　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
地
区
審
議
会
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
と
性
格
を
異
に
す
る
。
地
区
審
議
会
は
イ
ギ
リ
ス
占
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領
軍
政
府
の
諮
問
機
関
で
あ
り
、
立
法
権
限
が
認
め
ら
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
評
議
会
は
立
法
機
関
で
、
占
領
軍
政

府
が
法
律
を
最
終
的
に
裁
可
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
立
法
主
体
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
側
は
ア
メ
リ

カ
占
領
地
区
で
は
州
評
議
会
を
通
じ
て
立
法
に
参
画
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
は
州
が
立
法
に
参
加
す
る
仕
組
み
が
な
い
。

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
評
議
会
が
決
め
た
法
律
を
州
が
執
行
す
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
占
領
軍
政
府
が
定
め
た
法
律

を
州
が
執
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
は
間
接
統
治
の
も
と
で
の
準
連
邦
制
的
政
治
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
準
間

接
統
治
の
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
は
連
邦
制
的
要
素
を
欠
く
準
集
権
的
政
治
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ

ス
占
領
地
区
の
統
治
形
態
は
異
な
り
、
両
占
領
地
区
を
一
括
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い(10)  

。 

 

Ⅲ　

統
合
経
済
領
域
（
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
）
の
形
成
と
改
革 

 　

1　

統
合
経
済
領
域
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国 

 　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
統
治
制
度
は
異
な
る
が
、
こ
の
違
い
を
前
提
に

両
地
区
の
統
合
が
進
め
ら
れ
た
。
両
占
領
地
区
の
統
合
は
、
一
九
四
七
年
一
二
月
一
日
の
「
統
合
経
済
領
域
（Vereinigtes 

W
irtschaftsgebiet

）」（
以
下
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
（B

izone

）
と
称
す
）
の
創
設
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。 

 　

こ
の
時
点
ま
で
に
、両
占
領
地
区
に
お
い
て

○1
州
領
域
の
確
定
（
州
形
成
）、

○2
州
憲
法
制
定
、

○3
州
議
会
選
挙
、

○4
州
政
府
発
足
、

○5
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
郡
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
評
議
会
が
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
地
区
審
議
会
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が
設
け
ら
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
州
領
域
、
州
行
政
体
・
州
政
治
体
、
占
領
地
区
機
関
と
い
っ
た
三
つ
の
制
度
の
形
成
を
前
提
に
両

占
領
地
区
が
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 　

で
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
一
九
四
九
年
基
本
法
で
誕
生
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
連
邦
制
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
形
成
と
展
開
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
の
「
国
家
化
」
と
「
原

連
邦
化
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
経
路
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
創
設
を
用
意
し
た
。 

 　

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
形
成
過
程
と
そ
の
運
営
に
は
次
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
設
立
は
占
領
国
の
提
起
と
主
導
で
行

わ
れ
、
ド
イ
ツ
側
が
提
唱
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
上
か
ら
の
制
度
形
成
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
一
方
で

は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
機
関
が
立
法
・
行
政
を
行
い
、
他
方
で
は
占
領
軍
政
府
が
立
法
・
行
政
を
担
う
と
い
う
二
元
統
治
が
な
さ
れ
た
。
前

者
は
下
か
ら
の
間
接
統
治
で
あ
り
、
後
者
は
上
か
ら
の
直
接
統
治
で
あ
る
。
第
三
に
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
機
構
は
連
邦
制
的
な
要
素
を

備
え
、ビ
ツ
ォ
ー
ネ
を
構
成
す
る
州
が
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
法
律
の
制
定
に
参
画
す
る
と
と
も
に
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
法
を
執
行
し
た
。
第
四
に
、

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
で
は
一
九
四
九
年
後
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
継
承
さ
れ
る
国
家
要
素
が
つ
く
ら
れ
た
。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
「
経
済
統
合

領
域
」
と
称
さ
れ
て
政
治
的
性
格
を
避
け
る
名
称
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
政
治
体
化
の
過
程
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

2　

ポ
ツ
ダ
ム
協
定
と
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
統
合 

 　

ポ
ツ
ダ
ム
会
談
（
一
九
四
五
年
七
月
一
七
日
―
八
月
二
日
）
で
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
的
統
一
は
将
来
の
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
、
ド

イ
ツ
中
央
政
府（deutsche Zentralregierung

）の
設
置
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
中
央
行
政
機
構（Zentralverw

altung

）

を
設
け
る
こ
と
で
一
致
し
た
（Pünder, 52

）。「
政
府
」
と
「
行
政
機
構
」
の
概
念
が
区
別
さ
れ
、
前
者
を
避
け
て
後
者
が
用
い
ら
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れ
た
の
で
あ
る
。 

 　

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
統
合
に
は
以
下
の
背
景
が
あ
っ
た
（C

lay, Entscheidung, 189 

― 193

）。
第
一

に
、
当
時
の
社
会
状
況
で
あ
る
。
食
糧
不
足
問
題
が
深
刻
で
あ
り
、
し
か
も
両
占
領
地
区
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
七
〇
〇
万
人
に
も
の
ぼ
る
追
放
民
・
避
難
民
が
流
入
し
た
。
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
は
西
側
占
領
地
区
の
避
難
民

は
五
、八
七
八
、五
〇
〇
人
で
、一
九
四
九
年
一
〇
月
ま
で
に
は
こ
れ
に
さ
ら
に
一
、六
七
五
、二
〇
〇
人
が
加
わ
っ
た
（A

kten B
d. 1, 

25

）。
避
難
民
問
題
は
各
占
領
地
区
が
対
応
す
る
に
は
負
荷
が
大
き
く
、
受
け
入
れ
負
担
の
軽
減
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、

経
済
的
状
況
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
違
っ
て
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
は
原
料
、
基
幹
産
業
が
存
在
す
る
一
方
、
農
業
地
域

は
限
ら
れ
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
に
は
加
工
工
業
が
あ
り
、
ま
た
農
業
用
地
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
経
済
復

興
の
た
め
に
は
両
占
領
地
区
の
相
互
補
完
関
係
を
築
く
必
要
が
あ
っ
た
。
第
三
に
、
社
会
・
経
済
問
題
を
放
置
す
れ
ば
共
産
主
義
の

浸
透
を
招
く
と
い
う
危
惧
が
あ
っ
た
。
第
四
に
、
英
米
占
領
地
区
の
統
合
に
よ
る
経
済
再
建
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
再
建
に
不
可
欠

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
。 

 　

一
九
四
六
年
五
月
二
六
日
、
ク
レ
イ
は
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
宛
覚
書
で
四
占
領
地
区
の
統
合
を
提
起
し
た
。
彼
は
「
悪
化
し
て
い

る
ド
イ
ツ
経
済
に
対
処
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、「
経
済
の
窮
状
は
政
治
的
不
安
定
を
惹
起
し
、
共
産
主
義
の
台
頭
を
促
し
、

民
主
化
を
妨
げ
る
」
と
の
認
識
を
示
し
た
（Pünder, 56
）。
彼
は
冬
の
到
来
前
に
「
経
済
的
統
一
」
を
実
現
し
な
け
れ
ば
「
耐
え

難
い
状
況
に
な
る
」
と
捉
え
、
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
が
賛
同
し
な
い
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の

統
合
を
進
め
る
の
が
望
ま
し
い
と
指
摘
し
た
。
英
米
両
占
領
地
区
の
統
合
を
目
指
す
考
え
方
が
は
じ
め
て
提
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
（Pünder, 56, 57

）。
一
九
四
六
年
七
月
二
〇
日
の
第
三
四
回
連
合
国
管
理
理
事
会
で
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
長
官
マ
ク
ナ
ー
ニ
ー

（G
eneral J. T. M

c N
arney

）
は
、「
ド
イ
ツ
の
ど
の
占
領
地
区
も
自
ら
を
維
持
で
き
る
状
態
に
は
な
い
。
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
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上
の
占
領
地
区
の
経
済
的
統
一
体
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
は
各
占
領
地
区
の
状
態
を
改
善
す
る
で
あ
ろ
う
」（Pünder, 60, 61

）

と
述
べ
た
が
、
こ
こ
に
は
ク
レ
イ
と
同
様
の
現
状
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 　

ま
た
、
一
九
四
六
年
七
月
九
日
の
パ
リ
外
相
会
議
で
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
バ
ー
ン
ズ
（Jam

es Francis B
yrnes

）
は
、
ド
イ
ツ

の
差
し
迫
っ
た
経
済
的
破
綻
を
避
け
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
他
占
領
地
区
の
経
済
的
統
合
を
提
案
し
た
。
し
か
し
ソ
連
は

こ
れ
を
拒
否
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
の
集
権
化
に
つ
な
が
る
す
べ
て
の
試
み
に
反
対
し
た
た
め
、
バ
ー
ン
ズ
提
案
を
支
持
し
た
の

は
イ
ギ
リ
ス
の
み
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
の
経
済
的
統
合
に
よ
っ
て
占
領
地
区
の
財
政
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
（A

kten B
d. 1, 20

）。 

 　

ク
レ
イ
は
一
九
四
六
年
八
月
六
日
に
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
開
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
州
評
議
会
第
一
一
回
会
合
で
、
ア
メ

リ
カ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
権
力
は
両
占
領
地
区
の
経
済
的
統
一
体
を
構
想
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
政
治
的
統
一
は
考
え
て
い

な
い
こ
と
を
南
ド
イ
ツ
の
州
代
表
に
伝
え
た
（Strauss, 13

）。 

 　

ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
軍
政
副
長
官
（
ク
レ
イ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
）
は
一
九
四
六
年
八
月
九
日
に
両
占
領
地
区
の
統
合
に

つ
い
て
合
意
し
た
。
同
年
八
月
一
二
日
に
ア
ド
コ
ッ
ク
（G

eneral C
larence Lionel A

dcock

）
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議

会
理
事
会
で
両
占
領
地
区
の
統
合
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「（
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
）
設
立
の
目
的
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
の

両
占
領
地
区
に
同
じ
生
活
水
準
、
つ
ま
り
同
じ
生
計
手
段
の
配
分
と
現
存
の
原
材
料
の
均
等
な
配
分
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
」

（Pünder, 66; H
ärtel, 43, 44

）。
両
占
領
地
区
の
統
合
に
よ
る
生
活
条
件
の
均
等
化
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。 

 　

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
深
刻
な
経
済
状
況
へ
の
対
応
、
追
放
民
・
難
民
流
入
へ
の
対
処
、
政
治
的
安
定
化
、
共
産
主
義
の

浸
透
の
予
防
、
占
領
地
区
間
の
生
活
条
件
の
統
一
と
い
っ
た
様
々
な
狙
い
か
ら
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
創
設
が
意
図
さ
れ
た
。
な
か
で
も

地
域
間
の
経
済
生
活
条
件
の
調
整
を
図
ろ
う
と
し
た
点
は
、
一
九
四
九
年
基
本
法
が
「
生
活
条
件
の
統
一
性
（Einheitlichkeit der 
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Lebensverhältnisse

）」
を
謳
っ
た
こ
と
に
通
ず
る(11)  

。 

 　

3　

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
三
段
階 

 　

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
統
合
は
、
一
九
四
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
樹
立
に
至
る
ま
で
三
段
階
を

経
た
。
第
一
段
階
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
相
ベ
ビ
ン
（Ernest B

evin

）
と
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
バ
ー
ン
ズ
の
間
で
結
ば
れ
た
一
九
四
六

年
一
二
月
二
日
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
統
合
協
定
に
始
ま
る
。
こ
れ
を
受
け
一
九
四
七
年
一
月
一
日
に
ビ
ツ
ォ
ー

ネ
（
統
合
経
済
領
域
）
が
発
足
し
、
そ
の
運
営
機
関
と
し
て
行
政
評
議
会
（Verw

altungsrat

）
が
設
置
さ
れ
た
。
第
二
段
階
は
、

一
九
四
七
年
五
月
二
九
日
に
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
軍
政
長
官
が
二
占
領
地
区
経
済
機
構
新
設
協
定
に
署
名
し
た
こ
と
で
開

始
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
行
政
評
議
会
の
欠
陥
に
対
処
す
る
た
め
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
が
改
革
さ
れ
、
経
済
評
議
会
と
執
行
参
事
会
が

設
け
ら
れ
た
。
第
三
段
階
の
出
発
点
は
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
再
度
の
改
革
を
行
っ
た
一
九
四
八
年
二
月
五
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
章

で
あ
る
。
経
済
評
議
会
の
規
模
と
権
限
が
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
執
行
参
事
会
が
廃
止
さ
れ
て
州
評
議
会
が
設
け
ら
れ
た
。 

 （
1
）
第
一
段
階
―
米
英
統
合
経
済
領
域
と
行
政
評
議
会 

 

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
協
定
と
統
合
経
済
領
域
の
形
成 

 　

一
九
四
六
年
八
月
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
設
置
を
検
討
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
州
評
議
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
バ
イ
エ
ル
ン

州
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
州
の
各
代
表
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
占
領
軍
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
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ド
イ
ツ
側
代
表
は
、
両
占
領
地
区
の
五
つ
の
統
合
協
定
案
を
作
成
し
た
。
こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
州
評
議
会
が
承
認
し
、
イ
ギ

リ
ス
占
領
地
区
で
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
一
九
四
六
年
八
月
二
二
日
の
地
区
審
議
会
第
六
回
会
合
で
報
告
し
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
ビ

ツ
ォ
ー
ネ
形
成
の
目
的
は
ド
イ
ツ
の
経
済
的
混
沌
状
態
の
克
服
と
両
占
領
地
区
の
経
済
的
一
体
化
で
あ
る
と
説
明
し
た
（Pünder, 

66, 67

）。 

 　

一
九
四
六
年
九
月
五
日
か
ら
一
一
日
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
バ
イ
エ
ル
ン
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
、

ヘ
ッ
セ
ン
各
州
の
経
済
大
臣
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
三
人
の
代
表
は
、「
ド
イ
ツ
の
経
済
的
統
一
体
の
形
成
（H

erstellung der 

deutschen W
irtschaftseinheit

）」
を
目
的
と
し
て
「
ド
イ
ツ
経
済
行
政
の
形
成
に
関
す
る
暫
定
協
定
」
を
締
結
し
、
占
領
軍
政
府

は
こ
れ
を
裁
可
し
た
（Pünder, 368

）。 

 　

協
定
は
次
の
よ
う
に
定
め
た
。
第
一
に
、「
共
通
の
経
済
行
政
の
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
」経
済
評
議
会
を
ミ
ン
デ
ン
に
設
け
る
。

第
二
に
、
行
政
評
議
会
を
設
置
す
る
。
第
三
に
、
経
済
評
議
会
は
両
占
領
地
区
の
州
に
必
要
な
指
示
を
行
う
権
限
を
有
す
る
。
指
示

の
対
象
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
法
と
経
済
刑
法
に
関
す
る
一
般
原
則
、
対
外
取
引
、
経
済
計
画
・
生
産
指
導
、
販
売
・
消
費
指
導
、
域

内
取
引
、
価
格
形
成
・
指
導
、
工
業
規
格
、
経
済
統
計
、
ガ
ス
・
水
道
・
電
気
の
供
給
・
配
分
で
あ
る
。
第
四
に
、
経
済
評
議
会
の

立
法
案
は
管
理
理
事
会
の
審
査
を
受
け
る
。
第
五
に
、
経
済
評
議
会
の
監
督
の
も
と
で
「
州
は
経
済
評
議
会
の
決
定
を
執
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（Pünder, 368, 369

）。 

 　

一
九
四
六
年
九
月
か
ら
一
一
月
に
各
行
政
領
域
に
関
す
る
暫
定
協
定
が
結
ば
れ
た
。「
ド
イ
ツ
の
食
糧
・
農
業
行
政
組
織
の
設
置

に
関
す
る
暫
定
協
定
」（
署
名
は
一
九
四
六
年
九
月
一
〇
日
、
機
関
所
在
地
は
バ
ー
ド
・
キ
ッ
シ
ン
ゲ
ン
）、「
ド
イ
ツ
の
交
通
行
政

組
織
の
設
置
に
関
す
る
暫
定
協
定
」（
一
九
四
六
年
九
月
一
〇
日
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）、「
ド
イ
ツ
の
財
政
評
議
会
の
設
置
に
関
す

る
暫
定
協
定
」（
一
九
四
六
年
九
月
一
三
日
、
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
）、「
ド
イ
ツ
の
経
済
行
政
組
織
の
設
置
に
関
す
る
暫
定
協
定
」
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（
一
九
四
六
年
一
一
月
、
ミ
ン
デ
ン
）、「
ド
イ
ツ
の
郵
便
・
電
信
行
政
組
織
に
関
す
る
暫
定
協
定
」（
一
九
四
六
年
一
〇
月
一
日
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
で
あ
る
（Pünder, 68

）。 

 　

各
行
政
組
織
の
運
営
機
関
が
行
政
評
議
会
で
あ
り
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
三
州
の
所
轄
大
臣
、
イ
ギ
リ
ス
地
区

占
領
統
治
機
関
の
代
表
（
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
州
境
界
の
画
定
後
は
三
州
の
所
轄
大
臣
、
ブ
レ
ー
メ
ン
州
の
形
成
後
は
ブ
レ
ー
メ

ン
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
二
名
ず
つ
）
で
あ
る
（B

enz 1984b, 44; Pünder, 68

）。
行
政
評
議
会
に
は
両
占
領
地
区
の
州
代
表
に
よ

る
協
調
・
調
整
機
関
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
た
。
行
政
評
議
会
の
す
べ
て
の
決
定
は
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
最
上
級
機
関
で
ベ
ル
リ

ン
に
置
か
れ
た
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
共
同
委
員
会
（B

ipartite B
oard

）
の
裁
可
を
要
し
た
（Pünder, 82

）。 

 　

先
述
の
よ
う
に
一
九
四
六
年
一
二
月
二
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
イ
ギ
リ
ス
外
相
ベ
ヴ
ィ
ン
と
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
バ
ー
ン
ズ

は
「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
経
済
統
合
に
関
す
る
協
定
（A

bkom
m

en über die w
irtschaftliche Vereinigung 

der am
erikanischen und britischen Zone m

it W
irkung vom

 1. Januar 1947 ( “B
izone ”)

）
に
署
名
し
た
。
協
定
は
「
全

ド
イ
ツ
の
経
済
的
統
合
（w

irtschftliche Vereinigung

）
に
向
け
た
第
一
歩
」
で
あ
る
こ
と
、
両
占
領
地
区
は
「
一
体
的
な
領

域
（ein einziges G

ebiet

）」
と
し
て
す
べ
て
の
経
済
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
、
一
九
四
九
年
末
ま
で
に
「
領
域
の
経
済
的
自
立

（Selbständigkeit

）」
を
確
立
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
（Pünder, 383, 384

）。 

 　

協
定
は
一
九
四
七
年
一
月
一
日
に
発
効
し
、
こ
こ
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
が
統
合
し
、「
統
合
経
済
領

域
（Vereinigtes W

irtschftsgebiet

）」（
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
）
が
発
足
し
た
（B

enz 1984b, 40; Feldkam
p, 8

）。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
形
成

に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
原
料
、
石
炭
、
基
幹
産
業
と
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
加
工
工
業
、
農
業
の
経
済
的
相
補
関
係

の
基
盤
が
整
え
ら
れ
た
。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
ド
イ
ツ
全
域
の
五
八
％
、
農
業
用
地
の
五
八
・
七
％
、
ド
イ
ツ
人
口
（
一
九
四
六
年
末
、

三
、九
〇
〇
万
人
）
の
六
〇
・
四
％
を
占
め
る
（B

enz 1984b, 41

）。 
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ビ
ツ
ォ
ー
ネ
協
定
発
効
後
、
社
会
民
主
党
の
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
党
委
員
会
に
お
い
て
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
協
定
を
「
わ
が
国
民

（Volk
）
を
餓
死
か
ら
守
る
唯
一
の
可
能
性
」
と
歓
迎
し
た
。
一
九
四
七
年
一
月
一
一
日
の
社
会
民
主
党
の
幹
部
会
と
党
委
員
会
は
、

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
協
定
が
占
領
地
区
間
の
連
携
の
欠
如
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ド
イ
ツ
経
済
の
窮
状
を
克
服
す
る
重
要
な
進
歩
と
評
価

し
た
（Stam

m
 X

X
V

）。 

 

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
第
一
段
階
の
欠
陥 

 　

発
足
し
た
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
が
求
め
る
連
邦
主
義
的
志
向
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
権
力
が
目
指
す
集
権
主
義
的

志
向
の
妥
協
形
態
で
あ
っ
た
（Pünder, 85; Stam

m
 X

X
II

）。
こ
の
た
め
に
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
第
一
段
階
に
は
次
の
欠
陥
が
あ
っ
た
。

各
行
政
評
議
会
の
間
の
連
携
・
調
整
が
欠
け
、
ま
た
行
政
評
議
会
の
立
法
権
限
は
明
確
で
な
か
っ
た
。
一
九
四
七
年
三
月
一
二
日
の

連
合
国
の
行
政
評
議
会
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、
行
政
評
議
会
は
法
律
制
定
の
勧
告
権
限
だ
け
で
立
法
権
限
は
な
い
と
さ
れ
た
が
、
そ
の

立
法
権
限
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
立
法
手
続
き
は
き
わ
め
て
煩
雑
で
あ
っ
た
。
立
法
案
は
ま
ず
行
政
評
議
会
が

連
合
国
に
提
出
す
る
。
次
い
で
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
評
議
会
が
立
法
案
に
関
す
る
所
見
を
示
し
、
こ
れ
を
受
け
て
占
領
軍
政

府
が
法
律
を
決
定
し
、
州
首
相
に
提
示
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
が
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
法
律
制
定
過
程
に
関
わ

る
。
こ
れ
と
違
っ
て
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
、
布
令
第
五
七
号
に
よ
っ
て
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
立
法
に
お
け
る
州
の
関
与
は
認
め
ら
れ

ず
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
法
律
は
占
領
軍
政
長
官
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
（Pünder, 83, 84

）。
し
か
も
行
政
評
議
会
は
、
議
会
制
度
に

よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
欠
き
、
経
済
評
議
会
に
責
任
を
負
わ
ず
、
経
済
評
議
会
と
は
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
（Stam

m
 X

X
II

）。 

 　

ド
イ
ツ
側
は
こ
う
し
た
問
題
点
を
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
。
一
九
四
六
年
九
月
二
六
日
の
州
評
議
会
特
別
会
議
で
南
ド
イ
ツ
の
州
首

相
は
、ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の「
経
済
的
統
一
の
た
め
の
制
度
」は「
議
会
制
民
主
主
義
の
発
展
と
い
う
観
点
」
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か
ら
「
議
会
の
監
視
」
の
も
と
に
置
く
よ
う
主
張
し
た
。
同
年
九
月
二
五
日
、
社
会
民
主
党
の
「
ケ
ル
ン
決
議
」
は
「
す
べ
て
の
中

央
行
政
は
民
主
主
義
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
同
年
一
二
月
一
二
日
の
社
会
民
主
党
幹
部
会
員
ク

リ
ー
デ
マ
ン
（H

erbert K
riedm

ann

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
中
央
労
働
局
（Zentralam

t für A
rbeit

）
副
議
長
ア
ウ
エ
ル

バ
ッ
ハ
（W

alter A
uerbach

）
宛
書
簡
で
、ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
機
関
を
「
有
効
な
政
治
的
・
議
会
制
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
置
く
」

こ
と
は
「
政
党
の
も
っ
と
も
な
要
求
」
で
あ
る
が
、「
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
実
現
し
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
同
年
一
〇
月
四
・
五

日
に
ブ
レ
ー
メ
ン
で
開
催
さ
れ
た
占
領
地
区
間
州
首
相
会
議
は
、
州
議
会
の
代
表
で
構
成
す
る
上
位
機
関
を
設
け
、
こ
の
機
関
が
ビ

ツ
ォ
ー
ネ
の
行
政
機
関
の
監
督
と
調
整
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
（Pünder, 86; Stam

m
 X

X
V

）。 

 　

し
か
し
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
機
関
を
議
会
の
統
制
下
に
置
く
よ
う
に
と
の
ド
イ
ツ
側
の
提
案
は
、
占
領
当
局
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た

（Pünder, 86

）。
一
九
四
七
年
二
月
二
三
日
に
ク
レ
イ
は
自
分
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
見
解
だ
と
し
て
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
に
調
整
機
関

（K
oordinierungsausschuss

）
を
設
置
す
る
の
は
「
望
ま
し
い
」
が
、「
政
治
的
組
織
（politische O

rganisation

）」
を
設
け
る
こ

と
に
賛
成
で
き
な
い
と
州
首
相
に
伝
え
た
（Pünder, 87

）。
ク
レ
イ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
が
ド
イ
ツ
の
中
央
政
府

の
設
立
を
禁
じ
、
そ
の
代
わ
り
に
行
政
機
構
を
設
け
る
と
し
た
こ
と
、
西
側
占
領
地
区
に
お
け
る
政
治
組
織
の
設
置
は
ソ
連
の
反
発

を
招
き
、
ド
イ
ツ
統
一
を
困
難
に
す
る
こ
と
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
に
議
会
組
織
を
導
入
す
れ
ば
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
が
議
会
制
を
有
す
る
政
治

組
織
に
な
る
こ
と
、
こ
う
し
た
状
況
判
断
の
も
と
に
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
議
会
制
的
政
治
組
織
へ
の
移
行
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。 
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 （
2
）
第
二
段
階
―
第
一
次
改
革
と
経
済
評
議
会
の
創
設 

 

統
合
協
定 

 　

一
九
四
七
年
三
月
一
〇
日
か
ら
四
月
二
四
日
ま
で
モ
ス
ク
ワ
で
開
か
れ
た
第
四
回
外
相
会
議
は
、
ド
イ
ツ
の
将
来
の
国
家
形

態
に
関
す
る
本
格
的
論
議
を
行
っ
た
が
決
裂
し
た
。
同
年
四
月
二
五
日
、
ア
メ
リ
カ
国
務
長
官
マ
ー
シ
ャ
ル
（G

eorge C
atlett 

M
arshall

）
は
、
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
議
の
帰
途
、
ベ
ル
リ
ン
・
テ
ン
ペ
ル
空
港
で
ク
レ
イ
と
会
談
し
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ

ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
統
合
を
さ
ら
に
進
め
、
ド
イ
ツ
の
工
業
水
準
を
高
め
る
よ
う
指
示
し
た
（W

engst, 64; B
enz 1984b, 57; 

Pünder, 95

）。
ド
イ
ツ
問
題
を
め
ぐ
る
西
側
と
ソ
連
の
亀
裂
が
決
定
的
に
な
り
、
ド
イ
ツ
統
一
の
見
込
み
が
消
え
た
時
点
で
、
ア
メ

リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
統
合
・
再
編
が
加
速
し
た
の
で
あ
る
。 

 　

一
九
四
七
年
五
月
二
九
日
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
軍
政
長
官
は
「
二
占
領
地
区
経
済
機
構
新
設
協
定
」
に
署
名
し
た
。

協
定
は
、「
全
ド
イ
ツ
の
た
め
の
行
政
・
統
治
機
関
（Verw

altungs-und R
egierungsstellen für ganz D

eutschland

）
が
設
立
さ

れ
る
ま
で
、
国
民
（Volk

）
に
対
す
る
責
任
を
有
し
、
包
括
的
な
課
題
に
対
処
す
る
ド
イ
ツ
の
機
関
に
よ
っ
て
、
緊
急
の
経
済
問
題

の
解
決
と
経
済
生
活
の
再
建
を
促
進
す
る
た
め
に
」、ま
た
「
完
全
な
経
済
的
統
一
（W

irtschaftseinheit

）」
を
実
現
す
る
た
め
に
、

「
新
た
な
両
占
領
地
区
機
構
（zw

eizonale N
eugestaltung

）」
を
設
け
る
と
謳
っ
た
。 

 　

こ
れ
を
受
け
て
一
九
四
七
年
六
月
一
〇
日
に
発
布
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
布
告
第
五
号
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
布

告
第
八
八
号
は
、
ド
イ
ツ
側
の
機
関
と
し
て
経
済
評
議
会
、
執
行
参
事
会
（Exekutivausschuss

）、
行
政
局
長
（D

irektoren

）
を

設
け
た
（Pünder, 37

）。
占
領
軍
政
府
は
「
差
し
迫
っ
た
経
済
問
題
の
解
決
と
経
済
生
活
の
構
築
（A

ufbau

）
を
国
民
（Volk

）

に
責
任
あ
る
ド
イ
ツ
の
機
関
に
よ
っ
て
促
進
す
る
」
た
め
に
、「
行
政
の
分
権
化
（D

ezentralisierung der Verw
altung

）
の
原
則
」
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に
基
づ
き
ド
イ
ツ
側
に「
最
大
限
の
責
任
を
委
ね
る
」こ
と
と
し
た（Pünder, 331, 373 

― 375; A
kten B

d. 2, 35

）。
経
済
評
議
会
、

執
行
参
事
会
、
行
政
局
長
の
活
動
は
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
共
同
委
員
会
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
総
勢
九
〇
〇
人
か

ら
な
る
同
共
同
委
員
会
管
理
局
（B

ipartite C
ontrol O

ffice (B
IC

O
)

）
の
監
督
の
も
と
に
置
か
れ
た
（Pünder, 118, 373 

― 375

）。 

 　

と
こ
ろ
で
一
九
四
七
年
六
月
六
・
七
日
に
バ
イ
エ
ル
ン
首
相
の
提
起
で
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
州
首
相
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
会
議
主

題
に
「
食
糧
危
機
、
経
済
危
機
、
避
難
民
危
機
」
が
掲
げ
ら
れ
た
よ
う
に
（B

enz 1984b, 59

）、
当
時
の
経
済
状
況
は
き
わ
め
て

深
刻
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
一
九
四
七
年
七
月
一
七
日
の
ゴ
ス
ラ
ー
で
開
か
れ
た
ド
イ
ツ
都
市
会
議
（D

eutscher Stätetag

）
の

「
ド
イ
ツ
国
民
の
窮
状
」
に
関
す
る
次
の
報
告
に
明
ら
か
で
あ
る
（Pünder, 93 

― 95

）。 

 　

ド
イ
ツ
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
大
衆
的
窮
状
」
が
現
れ
、
ド
イ
ツ
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
顕
著
な
窮
乏
地
域
」
に
な
っ
た
。
食
糧

配
分
は
「
必
要
な
生
計
手
段
の
三
分
の
一
に
も
満
た
な
い
」。「
住
民
の
劣
悪
な
栄
養
状
態
は
破
局
の
主
要
原
因
と
な
っ
た
」。
こ
の

結
果
、健
康
状
態
は
き
わ
め
て
悪
化
し
、死
亡
と
罹
病
が
増
加
し
て
い
る
。
結
核
に
冒
さ
れ
た
者
は
増
え
、性
病
が
蔓
延
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
個
人
の
活
動
能
力
は
低
下
し
、
と
り
わ
け
若
者
の
間
に
「
道
徳
的
退
廃
」
が
広
が
っ
た
。「
危
機
状
況
」
は
「
著
し
い
住

宅
不
足
」、「
戦
災
」、「
建
設
資
材
不
足
」、「
一
、二
〇
〇
万
人
の
追
放
民
の
流
入
」「
工
業
施
設
解
体
」
な
ど
に
よ
っ
て
昂
進
し
、
こ

の
な
か
で
ド
イ
ツ
国
民
は
「
十
分
な
家
庭
用
燃
料
な
し
に
は
」「
来
る
べ
き
冬
を
し
の
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」。
食
糧
事
情

は
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
冬
の
苦
境
を
克
服
す
る
ま
で
」、「
我
が
国
民
の
燃
料
供
給
」
で
あ
る
石
炭
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
都
市
会
議
は
、
こ
う
し
た
厳
し
い
状
況
が
「
進
み
つ
つ
あ
る
民
主
化
」
を
も
脅
か
し
て
い
る
と
捉
え
、「
ド
イ
ツ
国

民
の
危
機
と
窮
状
に
対
す
る
結
束
し
た
対
処
」
を
呼
び
か
け
た
（Pünder, 93 

― 95

）。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
改
革
は
、
深
刻
さ
を
増
す
経

済
社
会
問
題
へ
の
対
応
が
焦
眉
の
課
題
と
な
っ
た
只
中
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 
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経
済
評
議
会
の
発
足
と
活
動 

 　

経
済
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
一
九
四
七
年
六
月
一
〇
日
か
ら
六
月
二
一
日
に
か
け
て
八
州
の
州
議
会
に
お
い
て
、

七
五
〇
、〇
〇
〇
人
に
一
人
の
割
合
で
政
党
勢
力
に
比
例
し
て
五
二
人
が
選
出
さ
れ
た
（Pünder, 98; Stam

m
 X

X

）。 

 　

メ
ン
バ
ー
は
政
党
別
の
会
派
を
形
成
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
と
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
は
二
〇
人
で
一
つ
の
会
派
を
構

成
し
た
。
社
会
民
主
党
は
二
〇
人
、
ド
イ
ツ
党
は
二
人
、
自
由
主
義
者
は
四
人
（
当
時
、
自
由
民
主
党
と
い
う
名
称
で
は
な
い

が
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
活
動
）、
中
央
党
二
人
、
共
産
党
三
人
、
バ
イ
エ
ル
ン
経
済
再
建
連
合
（W

irtschaftliche A
ufbau-

Vereinigung (W
AV

)

）
一
人
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
党
は
一
九
四
八
年
一
二
月
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟

と
提
携
し
た
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
は
経
済
評
議
会
の
最
大
勢
力
に
な
っ
た
。
経
済
評
議
会

は
直
接
選
挙
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
「
一
種
の
議
会
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（B

enz 1984a, 67; B
enz 1984b, 61, 62; B

enz 

2009, 157

）。 

 　

一
九
四
七
年
六
月
二
五
日
、
経
済
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
に
集
ま
り
、「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
戦

後
初
の
議
会
の
開
会
式
（konstituierende Sitzung
）」（B

enz 2009, 157

）
が
行
わ
れ
た
。
出
席
し
た
ク
レ
イ
は
、
す
で
に

一
九
四
七
年
六
月
三
日
に
「
経
済
評
議
会
は
政
治
的
機
関
で
は
な
い
。
そ
の
権
限
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
州
評
議
会
は
政
治

的
機
関
で
あ
る
」（H

ärtel, 54

）
と
述
べ
、ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
と
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
経
済
評
議
会
の
違
い
を
指
摘
し
た
。

そ
の
一
方
で
彼
は
、
経
済
評
議
会
が
ド
イ
ツ
の
「
政
治
的
再
建
に
向
か
う
積
極
的
な
一
歩
」
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る

（W
engst, 67; B

enz 1984b, 58; Pünder, 100; C
lay, Entscheidung, 202

）。 
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経
済
評
議
会
の
立
法
権
限
・
任
務 

 　

経
済
評
議
会
は
経
済
、
食
糧
、
農
業
、
郵
便
・
電
信
電
話
、
交
通
、
財
政
と
い
っ
た
五
つ
の
分
野
に
関
わ
る
立
法
権
限
お
よ
び
執

行
権
限
を
有
し
た
（B

enz 1984b, 62, 63; Pünder, 102

）。
経
済
評
議
会
は
一
九
四
七
年
六
月
か
ら
一
九
四
八
年
一
月
ま
で
一
〇

回
開
か
れ
、
一
八
の
法
律
を
制
定
し
た
。
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
で
ド
イ
ツ
側
に
初
め
て
立
法
権
限
が
認
め
ら
れ
た

点
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
第
一
段
階
と
決
定
的
に
異
な
る
（Pünder, 102; C

lay, Entscheidung, 202

）。
経
済
評
議
会
が
立
法
機
関
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
（Pünder, 100; Strauss, 36; B
enz 1984a, 68

）、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
第
一
段
階
の
行
政
体
か
ら
第
二
段
階
の

政
治
体
に
発
展
し
た
。 

 　

経
済
評
議
会
の
立
法
権
限
は
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
（Stam

m
 X

IX
; Pünder, 102

）。
一
つ
は
専
属
的
立
法
権
（ausschliessliche 

G
esetzgebung

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
鉄
道
、
港
湾
、
沿
岸
航
行
、
内
陸
水
路
運
搬
、
州
間
の
内
陸
水
路
、
放
送
、
郵
便
を
立
法
対
象

と
す
る
。
い
ま
一
つ
は
大
綱
立
法
権
（G

rundsatzgesetzgebung

）
で
あ
り
、州
に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
一
般
的
な
原
則
を
定
め
る
。

例
え
ば
、
州
間
の
道
路
・
通
行
、
教
育
、
商
品
の
割
り
当
て
・
配
分
、
原
料
、
ガ
ス
、
水
、
電
気
、
対
外
・
国
内
取
引
、
価
格
の
形

成
・
統
制
、
生
産
、
輸
入
、
生
計
手
段
の
割
り
当
て
・
配
分
、
財
政
、
通
貨
、
信
用
制
度
、
銀
行
、
財
産
管
理
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
人

事
等
で
あ
る
。
経
済
評
議
会
に
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
財
政
に
関
す
る
権
限
も
与
え
ら
れ
た
。
州
は
経
済
評
議
会
の
法
律
を
速
や
か
に
執
行

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（Pünder, 103

）。
経
済
評
議
会
の
す
べ
て
の
決
定
と
立
法
は
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
・
イ
ギ
リ

ス
占
領
軍
政
府
共
同
委
員
会
管
理
局
の
長
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
副
長
官
ア
ド
コ
ッ
ク
（A

dcok

）
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
副

長
官
マ
ク
レ
デ
ィ
（M

acR
eady

）
の
裁
可
を
要
し
た
（B

enz 1984a, 67
）。
経
済
評
議
会
が
立
法
し
、
各
州
が
法
律
の
施
行
規
定

を
制
定
し
、
経
済
評
議
会
の
法
律
を
執
行
す
る
こ
と
、
経
済
評
議
会
の
立
法
が
専
属
立
法
権
と
大
綱
立
法
権
に
区
分
さ
れ
た
こ
と
は

戦
後
連
邦
制
に
受
け
継
が
れ
る
。 
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経
済
評
議
会
が
初
め
て
制
定
し
た
法
律
は
、
一
九
四
七
年
八
月
九
日
の
「
統
合
経
済
領
域
の
経
済
行
政
の
暫
定
的
構
築
に
関
す
る

法
（G

esetz über den vorläufigen A
ufbau der W

irtschftsverw
altung der Vereinigten W

irtschaftsgebiet

）」
で
あ
る
（B

enz 

1984a, 67
）。
こ
れ
は
、
旧
来
の
行
政
評
議
会
を
廃
止
し
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
に
五
つ
の
行
政
庁
（Verw

altung

）
を
設
け
、
各
行
政
庁

に
行
政
長
官
（D

irektor

）
を
配
置
し
た
。
五
つ
の
行
政
庁
と
は
、
経
済
行
政
庁
（Verw

altung für W
irtschaft

）、
食
糧
・
農
業
・

林
野
行
政
庁
（Verw

altung für Ernährung, Landw
irtschaft und Forsten

）、
財
行
政
庁
（Verw

altung für Finanzen

）、
運
輸

行
政
庁
（Verw

altung für Verkehr

）、
郵
便
・
電
信
電
話
庁
（Verw

altung für Post-und Fernm
eldew

esen

）
で
あ
る
（Pünder, 

116; Strauss, 37

）。
各
行
政
庁
は
各
州
か
ら
一
人
ず
つ
の
計
八
人
で
構
成
さ
れ
た
（C

lay, Entscheidung, 195

）。
ピ
ュ
ン
ダ
ー
に

よ
れ
ば
、
こ
の
法
律
は
「
ド
イ
ツ
の
主
権
の
回
復
に
向
け
た
里
程
標
」（Pünder, 116

）
と
評
価
さ
れ
る
。 

 

執
行
参
事
会
（E

xekutivrat

） 

 　

執
行
参
事
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
八
州
の
各
政
府
に
よ
っ
て
一
人
ず
つ
任
用
さ
れ
る
（Pünder, 104

）。
選
出
さ
れ

る
の
は
州
大
臣
、
州
官
僚
、
自
治
体
首
長
、
法
曹
な
ど
で
あ
り
、
州
政
府
メ
ン
バ
ー
と
は
限
ら
な
い
。
執
行
参
事
会
は
州
の
利
害
を

代
表
す
る
「
一
種
の
連
邦
参
議
院
」
的
な
制
度
で
あ
る
（B

enz 1984b, 63, 68

）。
執
行
参
事
会
メ
ン
バ
ー
は
、
経
済
評
議
会
の
会

議
に
参
加
す
る
が
投
票
権
は
な
い
（Pünder, 105

）。 

 　

執
行
参
事
会
は
、
一
九
四
七
年
六
月
二
五
日
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
開
会
式
（konstituierende Sitzung

）
を
行
っ
た
（Pünder, 

105

）。
参
加
し
た
の
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
国
家
評
議
員
（Staatsrat
）
ゼ
ー
ロ
ス
（G

ebhard Seelos

）、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・

バ
ー
デ
ン
州
財
務
大
臣
ケ
ー
ラ
ー
（H

einrich K
öler

）、
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
市
長
メ
ッ
ツ
ガ
ー
（Ludw

ig M
etzger

）、
ブ
レ
ー
メ

ン
の
大
臣
（Senator

）
ミ
ッ
テ
ン
ド
ル
フ
（O

sw
ald M

ittendorf

）、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
政
府
局
長
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（M
inisterialdirektor

）
ポ
ッ
ト
ホ
フ
（H

einz Potthoff

）、ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
政
府
官
房
（Staatssekretär

）
ザ
ク
ゼ
（R

udolf 

Sachse

）、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
長
官
（Landesdirektor

）
ズ
ー
ハ
ン
（Franz Suchan

）、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の

弁
護
士
ハ
ン
ゼ
ン
（B

ernhard H
ansen

）
で
あ
る
（Pünder, 105

）。 

 　

執
行
参
事
会
メ
ン
バ
ー
の
政
党
別
構
成
は
、
ケ
ー
ラ
ー
と
ゼ
ー
ロ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
で
あ

り
、
他
の
六
人
は
社
会
民
主
党
で
あ
っ
た
。
経
済
評
議
会
で
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
、
ド
イ
ツ
党
、
自

由
民
主
党
、
バ
イ
エ
ル
ン
経
済
再
建
連
合
が
多
数
派
を
構
成
し
た
の
と
は
逆
に
、
執
行
参
事
会
で
は
社
会
民
主
党
が
多
数
を
占
め
た

（Pünder, 105, 108

）。 

 

行
政
長
官
（D

irektoren

） 

 　

五
人
の
行
政
長
官
は
執
行
参
事
会
の
提
案
を
受
け
経
済
評
議
会
が
選
出
す
る
。
行
政
長
官
候
補
は
占
領
軍
政
府
の
承
認
が
必
要
で

あ
る
（Pünder, 106 

― 108

）。
一
九
四
七
年
七
月
二
三
日
に
行
政
長
官
が
は
じ
め
て
選
ば
れ
た
（B

enz 1984a, 68; B
enz 1984b, 

65

）。
か
れ
ら
は
各
行
政
庁
の
長
で
あ
る
（B

enz 1984a, 68

）。
経
済
、
食
糧
・
農
業
、
郵
便
・
電
信
電
話
の
各
行
政
部
門
の
行

政
長
官
は
一
九
四
七
年
七
月
二
四
日
に
、
交
通
部
門
と
財
政
部
門
の
そ
れ
は
一
九
四
七
年
八
月
九
日
に
任
命
さ
れ
た
（Strauss, 

37

）。
経
済
評
議
会
の
多
数
派
と
執
行
参
事
会
の
多
数
派
が
異
な
る
た
め
に
、
行
政
長
官
の
人
事
は
経
済
評
議
会
と
執
行
参
事
会
の

合
意
を
要
し
た
。
行
政
長
官
は
執
行
参
事
会
を
通
じ
て
法
案
を
経
済
評
議
会
に
提
出
し
、
ま
た
経
済
評
議
会
の
立
法
案
に
つ
い
て
所

見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（Pünder, 107

）。 
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第
二
段
階
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
欠
陥 

 　

一
九
四
七
年
末
ご
ろ
に
は
、
ド
イ
ツ
側
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
の
間
で
、
第
二
段
階
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
が
実
績
を
あ
げ
て
い
な
い
と

評
価
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
第
二
段
階
に
は
次
の
欠
陥
が
現
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
執
行
参
事
会
は
経
済

評
議
会
の
管
轄
下
に
な
い
た
め
、
諸
行
政
部
門
の
調
整
的
役
割
を
担
う
執
行
参
事
会
と
経
済
評
議
会
の
間
で
権
限
を
め
ぐ
る
対
立
が

あ
っ
た
。
第
二
に
、
行
政
長
官
と
行
政
庁
の
意
思
調
整
は
不
十
分
で
、
行
政
長
官
は
経
済
評
議
会
と
執
行
参
事
会
と
い
っ
た
二
つ
の

機
関
の
監
督
の
も
と
に
置
か
れ
た
。
第
三
に
、
州
は
法
案
提
出
権
を
有
す
る
執
行
参
事
会
に
代
表
を
出
し
、
経
済
評
議
会
制
定
法
の

執
行
を
行
う
が
、
経
済
評
議
会
の
立
法
過
程
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
第
四
に
、
経
済
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
が
五
二
人
で
は
ビ
ツ
ォ
ー

ネ
の
業
務
に
対
応
す
る
に
は
少
な
す
ぎ
た
（Stam

m
 X

X
II; Strauss, 41: Pünder, 120, 121; B

enz 1984a, 70 

― 72

）。 

 （
3
）
第
三
段
階
―
第
二
次
改
革
と
経
済
評
議
会
体
制
の
確
立 

 

第
二
次
改
革
の
端
緒 

 　

こ
う
し
て
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
再
度
の
改
革
が
不
可
避
に
な
っ
た
が
、
改
革
を
促
し
た
背
景
に
は
制
度
上
の
欠
陥
の
み
な
ら
ず
、
国
際

関
係
の
変
化
も
あ
っ
た
。
一
九
四
七
年
三
月
一
〇
日
か
ら
四
月
二
四
日
の
第
四
回
外
相
会
議
（
モ
ス
ク
ワ
）
で
は
ド
イ
ツ
の
国
家
形

態
に
関
し
て
本
格
的
な
論
議
が
行
わ
れ
た
が
決
裂
し
、
西
側
と
東
側
の
対
立
が
極
ま
っ
た
。
一
九
四
七
年
一
一
月
二
五
日
か
ら
一
二

月
一
五
日
ま
で
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
外
相
会
議
で
も
対
立
は
解
消
せ
ず
、
全
ド
イ
ツ
の
統
一
的
な
経
済
行
政
を
目
指
す

試
み
は
挫
折
し
た
（Pünder, 123. 124; Stam

m
, X

X
II

）。
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
決
裂
は
西
側
諸
国
の
ド
イ
ツ
政
策
の
決
定
的
な
転
換

点
と
な
り
、
西
側
諸
国
は
ド
イ
ツ
の
分
裂
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
、
西
ド
イ
ツ
建
設
を
含
む
西
側
世
界
の
再
建
に
踏
み
出
す
こ
と
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に
な
っ
た
（Pünder, 114

）。
外
相
会
議
直
後
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
管
理
局
は
経
済
評
議

会
の
議
長
（Präsident

）
に
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
改
革
が
差
し
迫
っ
た
課
題
だ
と
伝
え
た
（B

enz 1984a, 73

）。 

 　

ロ
ン
ド
ン
外
相
会
議
終
了
後
、
直
ち
に
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ベ
ビ
ン
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
、
ロ
バ
ー
ツ
（Frank R

oberts

）、
マ
ー
フ
ィ
、

ク
レ
イ
が
ダ
グ
ラ
ス
宅
に
集
ま
っ
た
。
こ
こ
で
ク
レ
イ
は
ド
イ
ツ
問
題
に
関
す
る
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
の
共
通
見
解
と
し
て
、
ド
イ
ツ

の
経
済
発
展
に
と
っ
て
通
貨
改
革
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
の
行
政
組
織
に
政
府
機
能
を
付

与
す
る
こ
と
、
一
九
四
八
年
春
に
経
済
評
議
会
メ
ン
バ
ー
を
直
接
選
挙
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
と

ベ
ビ
ン
は
ク
レ
イ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
の
「
政
治
構
造
」
を
す
み
や
か
に
つ
く
る
よ

う
委
ね
た
。
ク
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
機
構
を
最
終
的
に
確
立
す
る
道
が
開
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
（Pünder, 125, 126

）。 

 

第
二
次
改
革 

 　

ロ
ン
ド
ン
外
相
会
議
が
終
わ
っ
た
二
日
後
の
一
九
四
七
年
一
二
月
一
七
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の

代
表
は
、
既
に
イ
ギ
リ
ス
外
相
ベ
ビ
ン
と
ア
メ
リ
カ
外
相
バ
ー
ン
ズ
が
一
九
四
六
年
一
二
月
二
日
に
結
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ

カ
占
領
地
区
統
合
協
定
（A

bkom
m

en über die Zusam
m

enlegung der britischen und am
erikanischen B

esatzungszone (

＝

“Fusionsabkom
m

en ”

）
の
改
定
に
署
名
し
た
（Pünder, 124
）。 

 　

一
九
四
八
年
一
月
七
・
八
日
に
連
合
国
と
ド
イ
ツ
側
の
会
談
が
行
わ
れ
た
。
出
席
者
は
占
領
軍
政
長
官
の
ク
レ
イ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ

ン
、ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
管
理
局
（B

IC
O

）
議
長
の
ア
ド
コ
ッ
ク
（A

dcock

）
と
マ
ク
レ
デ
ィ
（M

acR
eady

）、

八
人
の
州
首
相
、
経
済
評
議
会
議
長
ケ
ー
ラ
ー
（Erich K

oeler

）
と
副
議
長
ダ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
（D

ahrendorf

）、
執
行
参
事
会
議

長
ゼ
ー
ロ
ス
（Seelos

）
と
副
議
長
シ
ュ
ピ
ッ
カ
ー
（Spiecker

）
で
あ
る
（Pünder, 127, 128

）。 
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こ
こ
で
ク
レ
イ
は
次
の
よ
う
な
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
機
構
改
革
案
を
示
し
た
。
第
一
に
、
経
済
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
を
五
二
人
か
ら

一
〇
四
人
に
増
や
す
。
第
二
に
、
八
つ
の
州
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
三
人
ず
つ
の
代
表
で
構
成
す
る
第
二
院
を
設
け
る
。
第
三
に
、
執
行

参
事
会
を
六
人
の
長
官
（D

irektoren

）
と
一
人
の
議
長
か
ら
な
る
一
種
の
経
済
内
閣
（W

irtschftskabinett

）
に
改
組
し
、
旧
来

の
執
行
参
事
会
を
廃
止
す
る
。
第
四
に
、
最
高
裁
判
所
を
創
設
す
る
。
第
五
に
、
州
連
合
銀
行
（Länder–U

nion-B
ank

）
を
設
置

す
る
。
第
六
に
、
所
得
税
と
鉄
道
・
郵
便
収
益
に
基
づ
く
独
自
の
財
政
制
度
を
設
け
る
（Pünder, 128

）。 

 　

会
談
後
、ド
イ
ツ
側
は
ク
レ
イ
の
改
革
案
を
検
討
し
た
（W

engst, 74; B
enz 2009, 173

）。
ド
イ
ツ
の
連
邦
主
義
者
は
ビ
ツ
ォ
ー

ネ
の
権
限
拡
大
に
反
対
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
首
相
エ
ー
ハ
ル
ト
や
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
首
相
ア
ー
ノ
ル

ト
（K

arl A
rnold

）
は
州
高
権
（Länderhoheit

）
の
空
洞
化
を
危
惧
し
た
。
社
会
民
主
党
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
改
革
が
連
合
国
の
事
項

だ
と
し
て
関
わ
ら
な
か
っ
た
（B

enz 2009, 173

）。
こ
う
し
た
批
判
は
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
側
は
ク
レ
イ
の
第
二
提
案
を
州
評
議

会
（Laenderrat

）、第
三
提
案
を
行
政
評
議
会
（Verw

altungsrat

）
と
称
す
る
よ
う
提
案
し
、連
合
国
は
こ
れ
を
認
め
た
（Pünder, 

129

）。
占
領
軍
政
府
の
当
初
の
提
案
は
、
行
政
評
議
会
の
議
長
の
み
経
済
評
議
会
で
選
出
し
、
議
長
が
長
官
を
任
命
す
る
と
し
た
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
側
が
こ
れ
に
異
を
唱
え
た
結
果
、
す
べ
て
の
長
官
を
経
済
評
議
会
で
選
出
し
、
行
政
評
議
会
議
長
は
州
評
議
会
の

承
認
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（Strauss, 45

）。
連
合
国
は
一
九
四
八
年
一
月
二
二
日
に
最
終
案
を
ド
イ
ツ
側
に
示
し
、
同
年
一

月
二
八
日
に
ド
イ
ツ
と
連
合
国
の
最
終
協
議
が
行
わ
れ
た
（Pünder, 130

）。
以
上
の
よ
う
に
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
第
二
次
改
革
を
主
導
し

た
の
は
連
合
国
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
な
制
度
設
計
に
は
ド
イ
ツ
側
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
で
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
改
革
は
占

領
軍
政
府
と
ド
イ
ツ
の
共
同
作
業
で
も
あ
っ
た
。 
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食
糧
問
題
・
大
衆
運
動
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
章 

 　

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
改
革
時
の
国
内
状
況
は
騒
然
と
し
て
い
た
。
一
九
四
八
年
一
月
と
二
月
初
め
に
食
糧
不
足
と
食
糧
配
分
に
対
す
る
抗

議
行
動
が
行
わ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
労
働
組
合
が
二
四
時
間
ス
ト
を
呼
び
か
け
、
一
〇
〇
万
人
の
労

働
者
が
呼
応
し
た
。
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
州
と
ブ
レ
ー
メ
ン
で
も
ス
ト
が
あ
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
以
来
の
大
衆
運

動
が
展
開
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
職
員
が
、ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
一
九
四
八
年
初
め
に
港
湾
労
働
者
が
ス
ト
を
行
い
、ル
ー

ル
地
方
で
も
抗
議
行
動
が
続
い
た
（B

enz 1984b, 93

）。 

 　

食
糧
問
題
を
背
景
に
し
た
大
衆
運
動
が
高
揚
す
る
な
か
、
一
九
四
八
年
二
月
五
日
に
ク
レ
イ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ

改
革
案
の
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
章
（Frankfurt C

harta

）」
に
署
名
し
た
（B

enz 1984a, 74

）。
こ
の
憲
章
は
、
同
年
二
月
九

日
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
布
告
第
七
号
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
布
告
第
一
二
六
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
（B

enz 1984b, 93; 

Pünder, 130

）。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
が
形
成
さ
れ
た
の
は
一
九
四
七
年
一
月
一
日
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
統
合
経
済
領
域Verw

altung 

des Vereinigten W
irtschaftsgebietes ”

」
と
称
さ
れ
る
の
は
一
九
四
八
年
二
月
五
日
で
あ
る
（Feldkam

p, 8

）。 

 　

一
九
四
八
年
二
月
九
日
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
の
占
領
軍
政
府
の
二
つ
の
布
告
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
た
。

○1
「
統
合
経
済

領
域
行
政
（Verw

altung des Vereinigten W
irtschaftsgebietes

）」
を
経
済
評
議
会
、
州
評
議
会
、
行
政
評
議
会
、
若
干
の
行
政

局
（Verw

altungsstellen

）
で
構
成
す
る
。

○2
経
済
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
現
在
の
五
二
人
に
加
え
、
州
議
会
が
人
口
七
五
万
人
に

一
人
の
割
合
で
政
党
別
議
席
配
分
に
比
例
し
て
さ
ら
に
五
二
人
を
選
出
す
る
。

○3
経
済
評
議
会
は
法
律
を
制
定
す
る
。

○4
州
評
議
会

は
、
八
つ
の
州
の
州
政
府
に
よ
っ
て
各
二
名
ず
つ
任
命
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
で
構
成
す
る
。
二
名
の
う
ち
一
人
は
州
首
相
で
あ
り
、
も

う
一
人
は
州
の
大
臣
、
大
抵
は
経
済
大
臣
も
し
く
は
財
政
大
臣
で
あ
っ
た
（A

kten B
d. 4, 25

）。
州
評
議
会
メ
ン
バ
ー
は
選
出
州

政
府
の
指
示
に
拘
束
さ
れ
る
（Pünder, 137, 139; Strauss, 43

）。
州
の
人
口
の
相
違
に
か
か
わ
ら
ず
各
州
二
名
の
代
表
で
構
成
す
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る
方
式
は
、
第
二
帝
制
と
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
第
二
院
に
倣
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
上
院
を
モ
デ
ル
に
し
た
（Pünder, 

137
）。
州
評
議
会
は
立
法
上
の
第
二
院
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
（Stam

m
, X

X
IV

）。

○5
州
評
議
会
は
、
税
財
政
関
連
法
案
を
除
く
す

べ
て
の
法
案
を
経
済
評
議
会
に
提
案
す
る
権
限
、
経
済
評
議
会
が
採
択
し
た
法
案
に
対
す
る
同
意
、
修
正
、
異
議
申
し
立
て
の
権
限

を
有
す
る
。

○6
行
政
評
議
会
は
、
議
長
と
各
行
政
部
門
の
長
官
で
構
成
す
る
。
い
ず
れ
も
経
済
評
議
会
が
選
出
し
、
ア
メ
リ
カ
・
イ

ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
理
事
会
（B

ipartite B
ord

）
が
承
認
す
る
（Pünder, 376 

― 381; C
lay, Entscheidung, 208

）。
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
憲
章
は
個
々
の
行
政
局
の
設
置
に
関
し
て
規
定
せ
ず
、
ど
の
よ
う
な
行
政
局
を
設
け
る
か
は
ド
イ
ツ
側
に
任
せ
た
の
で
あ
る

（Pünder, 157

）。 

 　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
章
は
経
済
評
議
会
の
財
政
高
権
（Finanzhoheit

）
を
明
確
に
し
た
（Pünder, 134

）。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
財
政

を
賄
う
た
め
に
、
経
済
評
議
会
は
関
税
、
消
費
税
、
運
輸
税
、
郵
便
・
鉄
道
・
公
法
団
体
か
ら
の
収
入
、
所
得
税
、
給
与
税
、
法
人

税
、
公
債
に
よ
る
財
源
を
得
る
も
の
と
さ
れ
た
（Pünder, 134, 135

）。 

 　

一
九
四
七
年
末
か
ら
一
九
四
八
年
初
め
に
行
わ
れ
た
第
二
次
改
革
に
よ
っ
て
、「
統
合
経
済
領
域
行
政
」
と
し
て
の
ビ
ツ
ォ
ー
ネ

は
第
三
段
階
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

経
済
評
議
会
の
拡
充
と
立
法
権
限
の
拡
大 

 　

一
九
四
八
年
二
月
中
旬
、
八
つ
の
州
議
会
は
経
済
評
議
会
の
新
た
な
五
二
人
の
代
表
を
選
出
し
、
経
済
評
議
会
は
五
二
人
か
ら

一
〇
四
人
に
な
っ
た
。
政
党
別
分
布
は
社
会
民
主
党
四
〇
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
四
〇
、
自
由
主
義
者

八
、
ド
イ
ツ
党
四
、
中
央
党
四
、
共
産
党
六
、
バ
イ
エ
ル
ン
経
済
再
建
連
合
二
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社

会
同
盟
・
自
由
主
義
者
・
ド
イ
ツ
党
が
連
立
に
よ
り
多
数
派
を
形
成
し
、
社
会
民
主
党
は
野
党
に
な
っ
た
（Pünder, 133; Stam

m
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X
X

III; B
enz 1984a, 74, 75; B

enz 1984b, 94; B
enz 2009, 173

）。
こ
こ
に
一
九
四
九
年
後
の
連
邦
議
会
の
与
野
党
関
係
の
原

型
が
あ
る
。 

 　

新
た
な
経
済
評
議
会
は
一
九
四
八
年
二
月
二
四
に
開
会
式
（konstituierende Sitzung

）
を
行
い
、キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
の
ケ
ー

ラ
ー
を
議
長
に
選
出
し
、
行
政
評
議
会
議
長
と
五
人
の
行
政
局
長
を
選
任
し
た
（B

enz 1984a, 75; Pünder, 136

）。 

 　

経
済
評
議
会
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
法
律
を
審
議
・
決
定
す
る
。
連
合
国
の
代
表
は
出
席
せ
ず
、
審
議
・
決
定
は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ

る
（Pünder, 225, 226
）。
法
案
の
提
案
権
は
経
済
評
議
会
、
州
評
議
会
、
行
政
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
あ
る
。
経
済
評
議
会
は
、

州
評
議
会
の
立
法
案
と
異
な
る
決
定
を
し
た
場
合
、
改
め
て
州
評
議
会
に
諮
る
。
州
評
議
会
は
法
案
の
修
正
な
い
し
は
異
議
申
し

立
て
が
で
き
る
。
経
済
評
議
会
が
採
択
し
た
法
律
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
共
同
委
員
会
管
理
局
で
裁
可
さ
れ
る

（Pünder, 193, 226; B
enz 2009, 157

）。 

 　

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
第
三
段
階
で
経
済
評
議
会
の
立
法
権
限
は
拡
大
し
た
。
専
属
的
立
法
の
対
象
は
特
許
、
著
作
権
、
意
匠
保
護
、
関

税
、
消
費
税
に
広
げ
ら
れ
、
大
綱
的
立
法
は
労
働
力
利
用
、
経
済
団
体
、
統
計
な
ど
に
及
ん
だ
。
経
済
評
議
会
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
年

度
予
算（H

aushaltsplan

）を
法
律
で
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
経
済
評
議
会
の
財
政
高
権（Finanzhoheit

）が
明
確
に
さ
れ
、

経
済
評
議
会
は
関
税
、
消
費
税
、
輸
送
税
、
郵
便
・
鉄
道
・
公
法
団
体
の
収
入
、
給
与
所
得
税
、
法
人
税
等
の
税
収
を
得
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
（Pünder, 133 

― 135; B
enz 1984b, 109; Strauss, 43; Stam

m
 X

X
III

）。 

 　

経
済
評
議
会
の
権
限
は
一
九
四
八
年
二
月
以
降
拡
大
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
占
領
軍
政
長
官
は
一
九
四
八
年
八
月
に
布
告
を
発

し
、
経
済
評
議
会
に
対
し
て
職
業
紹
介
、
失
業
保
険
、
労
働
保
護
、
労
働
法
、
社
会
保
険
に
関
す
る
権
限
を
付
与
し
た
（B

enz 

1984b, 107

）。
ま
た
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
一
九
四
八
年
六
月
以
降
、
社
会
的
市
場
経
済
を
導
入
し
た
。
ド
イ
ツ
戦
後
の
「
経
済
奇
跡

（W
irtaschaftsw

under

）」
の
基
盤
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
（B

enz 1984a, 81

）。 
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改
組
後
の
経
済
評
議
会
の
最
初
の
法
律
「
統
合
経
済
領
域
の
暫
定
的
構
築
に
関
す
る
法
（G

esetz über den vorläufigen 

A
ufbau der W

irtschaftsverw
altung des Vereinigten W

irtschftsgebietes

）」
は
一
九
四
七
年
七
月
二
三
日
に
可
決
さ
れ
、
同
年

八
月
八
日
に
占
領
軍
政
府
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
。
経
済
評
議
会
は
一
九
四
八
年
三
月
か
ら
一
九
四
九
年
八
月
ま
で
に
一
五
〇
の
法

律
を
制
定
し
た
。
こ
の
間
、
州
評
議
会
は
二
三
回
の
異
議
（Einspruch

）
を
申
し
立
て
た
が
、
修
正
は
ご
く
稀
で
あ
っ
た
。
経
済

評
議
会
の
多
く
の
法
律
は
後
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
も
有
効
と
さ
れ
た
（B

enz 1984a, 80; B
enz 1984b, 94, 107, 111, 112; 

B
enz 2009, 179; Pünder, 193 

― 195, 223

）。
こ
の
意
味
で
経
済
評
議
会
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
は
法
的
連
続
性
が
あ
る
。 

 　

経
済
評
議
会
は
立
法
権
限
の
拡
大
に
よ
っ
て
様
々
な
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
機
関
を
設
け
た
。
経
済
評
議
会
は
、
一
九
四
八
年
六
月
二
三
日

の
「
統
合
経
済
領
域
行
政
の
人
事
院
（Personalam

t

）
法
」
で
人
事
院
を
設
置
し
、
さ
ら
に
法
務
局
（R

echtsam
t

）（
一
九
四
八

年
七
月
二
〇
日
）、労
働
局
（Verw

altung für A
rbeit

）（
一
九
四
八
年
九
月
八
日
）、交
通
局
（Verw

altung für Verkehr

）（
一
九
四
八

年
九
月
一
二
日
）、会
計
院（R

echnungshof
）（
一
九
四
八
年
一
一
月
三
日
）、信
用
局（K

reditanstalt

）（
一
九
四
八
年
一
一
月
五
日
）、

特
許
局
（Patentsam

t

）（
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
）
を
設
立
し
た
（Pünder, 132

）。 

 

州
評
議
会
（Länderrat

） 

 　

一
九
四
八
年
二
月
二
三
日
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
州
評
議
会
の
開
会
式
（konstituierende Sitzng

）
が
行
わ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー

の
党
派
構
成
は
社
会
民
主
党
九
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
六
、
自
由
主
義
政
党
一
で
あ
る
。
州
評
議
会
の

開
催
地
は
三
ヶ
月
ご
と
に
交
代
し
た
（B

enz 1984b, 94; Pünder, 139
）。 

 　

州
評
議
会
に
は
執
行
参
事
会
の
よ
う
な
執
行
権
限
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
（Pünder, 137

）、
そ
の
主
要
な
役
割
は
経
済
評
議

会
の
立
法
に
対
す
る
協
働
と
州
間
の
統
一
化
・
調
整
で
あ
る
（H

ärtel, X
V

II
）。
立
法
へ
の
協
働
と
は
経
済
評
議
会
へ
の
法
案
の
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提
出
と
経
済
評
議
会
が
決
め
た
法
律
の
修
正
や
申
し
立
て
で
あ
る
。
州
評
議
会
は
経
済
評
議
会
が
定
め
た
法
律
に
対
し
て
一
四
日

以
内
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
経
済
評
議
会
は
こ
れ
を
絶
対
多
数
で
拒
否
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（Stam

m
, 

X
X

IV
）。
州
評
議
会
は
経
済
評
議
会
の
立
法
に
対
す
る
同
意
権
は
も
た
な
い
。 

 　

州
評
議
会
は
経
済
評
議
会
が
決
め
た
一
九
の
法
律
に
つ
い
て
修
正
を
求
め
、
二
二
の
法
律
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
経
済
評
議
会

は
五
つ
の
法
律
に
つ
い
て
修
正
に
応
じ
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
修
正
を
拒
否
し
た
。
異
議
申
し
立
て
の
う
ち
一
五
の
法
律
に
関
し
て

は
拒
絶
し
た
（Pünder, 139

）。
州
評
議
会
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
「
立
法
に
参
画
す
る
組
織
（K

örperschaft

）」
で
あ
り
、「
上
院
と
し

て
の
権
利
」
を
有
し
、「
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
共
和
国
参
議
院
（R

eichsrat

）」
に
類
似
し
た
機
関
と
な
っ
た
（Pünder, 137

）。 

 　

こ
の
よ
う
に
州
評
議
会
は
一
九
四
九
年
基
本
法
で
設
け
ら
れ
た
連
邦
参
議
院
の
原
型
で
あ
っ
た
が
、
連
邦
主
義
者
の
州
評
議
会
に

対
す
る
評
価
は
厳
し
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
章
の
発
効
日
に
連
邦
主
義
者
は
こ
の
日
を
「
連
邦
主
義
の
暗
黒
日
」
と
非
難
し

た
（Pünder, 138

）。
ま
た
州
評
議
会
開
会
式
に
お
い
て
バ
イ
エ
ル
ン
州
首
相
エ
ー
ハ
ル
ト
は
、
州
評
議
会
が
「
経
済
評
議
会
と
対

等
の
立
法
機
関
」
と
は
言
い
難
い
と
批
判
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
真
の
連
邦
制
で
は
第
一
院
と
第
二
院
が
対
等
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（A

kten B
d. 4, 28

）。 

 

行
政
評
議
会
（V
erw
altungsrat

） 

 　

経
済
評
議
会
は
、
一
九
四
八
年
二
月
二
四
日
の
第
一
回
会
合
で
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
と
ド
イ
ツ
党

の
賛
成
で
ピ
ュ
ン
ダ
ー
（H

erm
ann Pünder

）
を
行
政
評
議
会
議
長
（O

berdirektor

）
に
選
出
し
た
。
続
い
て
経
済
行
政
長
官

エ
ア
ハ
ル
ト
（Ludw

ig Erhard

）、
交
通
行
政
長
官
フ
ロ
ー
ネ
（Edm

und Frohne

）、
郵
便
行
政
長
官
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
（H

ans 

Schuberth

）、食
糧
行
政
長
官
シ
ュ
ラ
ン
ゲ
・
シ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
（H

ans Schlange-Schöningen

）、財
務
長
官
ハ
ル
ト
マ
ン
（A

lfred 
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H
artm

ann

）
を
任
命
し
た
（B

enz 1984b, 100

）。 

 　

執
行
参
事
会
の
行
政
権
限
は
す
べ
て
行
政
評
議
会
に
移
管
さ
れ
た
。
行
政
評
議
会
は
す
べ
て
の
法
案
や
施
行
規
則
案
を
提
案
す
る

権
限
を
有
し
た
。
行
政
評
議
会
は
法
案
を
最
初
に
州
評
議
会
に
、
次
い
で
経
済
評
議
会
に
提
出
す
る
（Pünder, 139, 144

）。
行
政

評
議
会
は
六
八
回
の
会
合
を
も
っ
た
。 

 　

行
政
評
議
会
は
「
政
府
（R

egierung

）」
あ
る
い
は
「
内
閣
（K

abinett

）」
と
称
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ

の
「
政
府
機
能
」
な
い
し
は
「
内
閣
」
と
し
て
の
役
割
を
有
し
た
。
ク
レ
イ
は
、
行
政
評
議
会
を
「
政
府
（R

egierung

）」
で
は
な

い
が
「
統
治
機
関
（R

egierungsapparat

）」
と
位
置
づ
け
た
（Pünder, 146

）。 

 

州
中
央
銀
行
と
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行 

 　

第
三
帝
国
の
崩
壊
で
ド
イ
ツ
の
銀
行
網
は
ほ
と
ん
ど
壊
滅
し
た
。
戦
後
の
銀
行
再
建
過
程
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
第
一
に
、

占
領
軍
政
府
は
ま
ず
各
州
に
中
央
銀
行
を
設
立
し
た
。
第
二
に
、
州
中
央
銀
行
の
創
設
は
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
占
領

地
区
の
順
に
行
わ
れ
た
。
第
三
に
、
三
占
領
地
区
の
そ
れ
ぞ
れ
に
州
中
央
銀
行
が
設
け
ら
れ
た
後
、
一
九
四
八
年
六
月
一
八
日
の
通

貨
改
革
へ
の
対
応
を
視
野
に
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
に
限
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
を
含
む
西
ド
イ
ツ
全
域
の
銀
行

と
し
て
「
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
（B

ank deutscher Länder
）」
が
設
置
さ
れ
た
。 

 　

銀
行
制
度
の
構
築
を
最
初
に
行
っ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
で
あ
る
。ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
帝
国
銀
行（R

eichsbank

）

を
解
散
し
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
準
備
制
度
（Federal-R

eserve-System
）
に
倣
っ
て
各
州
に
州
中
央
銀
行
（Landeszentralbank

）

を
創
設
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ン
州

で
は
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
州
中
央
銀
行
が
設
け
ら
れ
、
一
九
四
七
年
一
月
一
日
に
業
務
を
開
始
し
た
。
ブ
レ
ー
メ
ン
で
は
ア
メ
リ
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カ
占
領
地
区
に
編
入
さ
れ
た
後
、
一
九
四
七
年
四
月
一
日
に
州
中
央
銀
行
が
設
置
さ
れ
た
。
一
九
四
七
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地

区
に
続
い
て
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
で
は
バ
ー
デ
ン
州
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ビ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
州
の
レ
ン

ト
リ
ン
ゲ
ン
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
の
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ン
に
州
中
央
銀
行
が
設
け
ら
れ
た
。
銀
行
の
再
建
が
最

後
に
な
っ
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
当
初
、
旧
来
の
帝
国
銀
行
制
度
が
維
持
さ
れ
た
が
、
一
九
四
八
年
春

に
な
っ
て
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
を
モ
デ
ル
に
布
告
第
一
三
二
号
に
よ
っ
て
四
つ
の
州
の
そ
れ

ぞ
れ
に
州
中
央
銀
行
を
設
け
た
。
所
在
地
は
デ
ュ
セ
ル
ド
ル
フ
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
、
キ
ー
ル
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
あ
る
（Pünder, 184, 

185

）。 

 　

各
州
中
央
銀
行
の
設
立
後
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
布
告
第
六
〇
号
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
布
告
第
一
二
九
号
に
よ
っ
て
ビ

ツ
ォ
ー
ネ
の
中
央
銀
行
と
し
て
「
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
」
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
開
設
さ
れ
、
一
九
四
八
年
三
月
一
日
に
業
務
を
開

始
し
た
。
通
貨
改
革
が
三
占
領
地
区
全
体
を
対
象
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
軍
政
府
は
一
九
四
八
年
四
月

一
九
日
に
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
に
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
へ
の
加
入
を
申
し
出
た
。
通
貨
改
革
の
二
日
前
、
フ
ラ
ン
ス
占

領
軍
政
府
は
布
告
第
一
五
五
a
で
も
っ
て
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
に
加
入
し
た
。
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
は
三
占
領
地
区
全
域
の
通
貨
金
融

機
関
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
の
運
営
の
た
め
に
総
裁
（Präsident

）
を
設
け
る
と
と
も
に
州
中
央
銀
行
総
裁
で
構
成
す
る
中

央
銀
行
理
事
会
（Zentralbankrat

）
を
設
置
し
た
。
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
は
、
西
側
占
領
地
区
の
各
州
中
央
銀
行
代
表
が
参
画
し
、

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
管
理
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
意
思
決
定
を
行
う
連
邦
主
義
的
な
金
融
制
度
に
な
っ
た
（Pünder, 186 

― 188; B
enz 

1984a, 77

）。
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
の
前
身
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
通
貨
機
構

の
原
型
が
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
第
三
段
階
で
形
成
さ
れ
た
。 
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ビ
ツ
ォ
ー
ネ
諸
機
関
の
設
置 

 　

一
九
四
八
年
二
月
九
日
の
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
府
布
告
第
八
号
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
布
告
第
一
二
七
号
で
も
っ
て
、「
統
合

経
済
領
域
ド
イ
ツ
最
高
裁
判
所
（D

eutsches O
bergericht

）」
が
ド
イ
ツ
帝
国
最
高
裁
判
所
（
一
八
七
九
―
一
九
四
五
年
）
の
後

継
と
し
て
ケ
ル
ン
に
設
け
ら
れ
た
。
一
九
四
八
年
四
月
、
最
高
裁
メ
ン
バ
ー
は
経
済
評
議
会
と
州
評
議
会
の
共
同
提
案
を
受
け
占
領

軍
政
長
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
（Pünder, 182

）。 

 　

最
高
裁
は
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
法
規
の
適
用
・
解
釈
を
め
ぐ
る
紛
争
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
州
の
立
法
が
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
機
関
と
矛

盾
す
る
場
合
や
州
の
行
政
が
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
行
政
権
限
と
交
錯
す
る
場
合
に
対
応
す
る
（Pünder, 181

）。
最
高
裁
の
権
限
は
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
の
誕
生
後
、
次
第
に
連
邦
裁
判
所
（B

undesgerichtshof

）
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
（B

undesverfassungsgericht

）

に
移
管
さ
れ
た
（Pünder, 130, 181; B

enz 1984a, 77

）。 

 　

一
九
四
八
年
秋
に
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
会
計
検
査
院
（R

echnungshof für die B
izone

）
が
設
け
ら
れ
、
一
九
四
九
年
一
月
一
日

か
ら
業
務
を
開
始
し
た
（B

enz 1984a, 77
）。
ま
た
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
統
計
局
（Statistisches A

m
t der B

izone

）
が
一
九
四
八
年
三

月
か
ら
ヴ
ィ
ー
ス
バ
ー
デ
ン
で
活
動
を
は
じ
め
た
。
さ
ら
に
故
郷
追
放
民
局
（A

m
t für Fragen der H

eim
atvertriebenen

）
が

一
九
四
九
年
二
月
一
四
日
に
経
済
評
議
会
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
（B

enz 1984a, 77; Pünder, 173

）。 

 　

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
機
構
を
大
き
く
改
革
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
章
は
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
に
文
化
領
域
上
の
権
限
を
与
え
な
か
っ
た
。

文
化
政
策
は
各
州
の
権
限
で
あ
っ
た
（Pünder, 191

）。
そ
こ
で
文
化
教
育
問
題
に
関
す
る
州
間
の
協
調
・
調
整
機
関
と
し
て

一
九
四
八
年
二
月
一
九
・
二
〇
日
に
は
じ
め
て
の
「
ド
イ
ツ
文
部
大
臣
会
議
（K

onferenz der deutschen Erziehungsm
inister

）」

が
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ソ
連
占
領
地
区
の
代
表
を
集
め
て
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
・
ホ
ー
エ
ラ
イ
ン
で
開
か
れ
た
。

同
年
七
月
二
日
の
第
二
回
会
合
に
ソ
連
占
領
地
区
代
表
は
参
加
し
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
「
統
合
経
済
領
域
常
設
文
部
大
臣
会
議
」
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の
設
置
を
決
定
し
た
。
文
部
大
臣
会
議
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
継
承
さ
れ
る
（Pünder, 192

）。
こ
こ
に
も
占
領
期
と
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
の
連
続
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

国
家
化
・
原
連
邦
制
化
・
半
国
家 

 　

以
上
に
述
べ
て
き
た
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
展
開
は
、
ま
さ
に
国
家
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、「
一
九
四
九
年
夏

ま
で
の
半
年
間
足
ら
ず
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政
は
た
と
え
国
家
性
の
本
質
的
な
表
象
に
欠
け
て
い
る
と
し
て
も
、
ほ
ぼ
明
ら
か

に
国
家
組
織
に
発
展
し
た
」（B

enz 1984a, 79

）。
彼
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
成
立
以
前
に
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
が
事
実
上
の
国
家
と
し

て
の
存
在
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
第
二
段
階
を
画
し
た
第
一
次
改
革
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ

た
「
経
済
評
議
会
体
制
」
は
、
第
三
段
階
を
画
し
た
第
二
次
改
革
に
よ
っ
て
確
立
し
、
国
家
化
が
進
展
し
た
。 

 　

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
第
三
段
階
で
国
家
要
素
が
現
れ
た
。
国
家
要
素
と
は
領
域
単
位
で
機
能
す
る
立
法
、
行
政
、
司
法
、
通
貨
金
融
の
制

度
で
あ
る
。
経
済
評
議
会
は
規
模
と
権
限
が
拡
大
さ
れ
て
立
法
機
関
と
し
て
の
地
位
を
強
め
る
と
と
も
に
、
各
州
選
出
代
表
に
よ
る

議
会
と
し
て
の
か
た
ち
を
整
え
た
。
州
評
議
会
は
州
政
府
代
表
で
構
成
さ
れ
、
法
案
提
出
権
、
同
意
権
、
異
議
申
し
立
て
権
を
有
す

る
第
二
院
と
し
て
機
能
し
た
。
行
政
評
議
会
は
各
行
政
庁
の
長
官
で
構
成
さ
れ
、
準
政
府
的
機
能
を
備
え
た
。
ま
た
州
中
央
銀
行
、

ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
、
最
高
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
国
家
要
素
を
備
え
た
の
で
あ
る
。 

 　

こ
う
し
た
国
家
要
素
は
一
九
四
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
継
承
さ
れ
る
。
国
家
要
素
の
継
承
は
制
度
継
承
の
み
な
ら
ず
人
的

継
承
を
含
む
。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
機
関
の
メ
ン
バ
ー
は
、
創
設
後
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
も
引
き
続
き
職
務
を
担
っ
た
。
ビ
ツ
ォ
ー

ネ
労
働
行
政
庁
（Verw

altung für A
rbeit

）
の
長
官
（D

irektor

）
ス
ト
ル
ヒ
（A

nton Storch

）
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で

一
九
四
九
年
九
月
か
ら
一
九
五
七
年
一
〇
月
ま
で
連
邦
労
働
・
社
会
大
臣
（B

undesm
inister für A

rbeit und Sozialordnung

）
を
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務
め
た
。
一
九
四
八
年
三
月
以
降
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
経
済
行
政
庁
長
官
で
あ
っ
た
エ
ア
ハ
ル
ト
（Ludw

ig Erhard

）
は
、
一
九
四
九
年

九
月
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
経
済
大
臣
を
務
め
、一
九
六
三
年
に
連
邦
首
相
に
な
っ
た
。ビ
ツ
ォ
ー
ネ
経
済
評
議
会
議
長
ケ
ー
ラ
ー

は
、ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
連
邦
議
会
議
長
に
な
っ
た
。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
法
務
局
長（Leiter des R

echtsam
t

）シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス（W

alter 

Strauss

）
は
、ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
連
邦
司
法
省
次
官
（Staatssekretär

）
と
郵
政
省
局
長
（C

hef des Postressorts

）
に
な
っ
た
。

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
財
務
行
政
庁
長
官
（D

irektor der Verw
altung für Finanzen

）
ハ
ル
ト
マ
ン
（A

lfred H
artm

an

）
は
、
一
九
四
九

年
か
ら
一
九
五
九
年
ま
で
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
財
務
省
次
官
（Staatssekretär im

 Finanzm
inisterium

）
の
任
に
あ
っ
た
（B

enz 

1984a, 78

）。 

 　

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
以
前
に
占
領
体
制
の
下
で
国
家
化
が
進
み
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
第
三
段
階
で
占
領
体
制
の
枠

組
み
の
も
と
で
事
実
上
の
国
家
、
つ
ま
り
「
半
国
家
」
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
国
家
要
素
を
継
承
し
て
西
側
占
領
地
域
の
ド
イ
ツ
は

一
九
四
九
年
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
い
う
「
国
家
」
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
へ

の
転
換
は
「
戦
後
体
制
移
行
」
で
あ
る
。 

 　

ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
国
家
化
は
一
九
四
九
年
に
制
度
化
さ
れ
た
戦
後
連
邦
制
の
原
型
の
創
出
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
国
家
化
は
同
時

に
原
連
邦
制
化
で
あ
っ
た
。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
先
行
す
る
州
の
形
成
と
州
の
政
治
体
化
の
う
え
に
構
築
さ
れ
る
が
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
に
お

け
る
経
済
評
議
会
の
立
法
と
州
に
よ
る
執
行
と
い
う
機
能
分
割
制
、
経
済
評
議
会
の
立
法
へ
の
州
の
参
画
と
い
う
立
法
協
働
制
、
文

部
大
臣
会
議
の
よ
う
な
州
間
協
調
制
と
い
っ
た
制
度
原
理
は
、
制
度
形
態
が
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
と
は
異
な
る
に
し
て
も
、
一
九
四
九
年
連

邦
制
に
受
け
継
が
れ
る
。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
一
九
四
九
年
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
家
と
連
邦
制
の
前
提
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 

 　

本
稿
は
、
占
領
統
治
体
制
が
一
九
四
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
連
邦
制
の
誕
生
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
を
明

ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、
占
領
統
治
体
制
の
も
と
で
国
家
化
と
原
連
邦
制
化
が
進
行
し
、
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
建
設
を
準
備
す
る
歴
史
的
前
提
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 　

ド
イ
ツ
の
占
領
統
治
体
制
に
は
次
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
第
一
に
、
占
領
形
態
は
直
接
統
治
（
直
接
占
領
）
と
間
接
統
治
（
間
接
占

領
）
が
絡
み
合
う
複
合
占
領
で
あ
る
。
直
接
統
治
と
は
連
合
国
占
領
軍
政
府
が
ド
イ
ツ
側
の
意
向
と
は
関
わ
り
な
く
統
治
す
る
こ
と

で
あ
り
、
間
接
統
治
と
は
占
領
軍
政
府
が
ド
イ
ツ
側
の
機
関
の
意
思
決
定
を
介
し
て
統
治
す
る
こ
と
で
あ
る
。
複
合
占
領
と
は
、
連

合
国
の
直
接
統
治
か
ら
間
接
統
治
に
移
行
す
る
側
面
、
直
接
統
治
が
存
続
す
る
側
面
、
直
接
統
治
と
間
接
統
治
が
並
存
す
る
側
面
と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
絡
み
合
う
占
領
体
制
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
占
領
を
日
本
の
間
接
占
領
と
は
異
な
る

直
接
統
治
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
は
正
確
で
な
い
。 

 　

第
二
に
、
占
領
統
治
体
制
の
も
と
で
、
州
レ
ベ
ル
で
は
州
の
境
界
設
定
、
州
の
行
政
体
化
、
州
憲
法
の
制
定
、
州
の
政
治
体
化
と

い
う
順
序
で
政
治
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し
た
。
州
の
境
界
設
定
は
州
の
領
域
を
確
定
し
て
州
を
設
け
る
こ
と
、
州
の
行
政
体
化
は
州

が
占
領
軍
政
府
の
統
治
主
体
に
な
る
こ
と
、
州
の
政
治
体
化
は
州
憲
法
に
基
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
州
議
会
の
選
挙
と
州
政
府
形
成
に

よ
っ
て
州
が
ド
イ
ツ
側
の
統
治
主
体
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。 

 　

第
三
に
、
占
領
統
治
体
制
は
外
発
性
を
主
要
契
機
と
し
て
こ
れ
に
内
発
性
が
加
わ
る
形
で
構
築
さ
れ
、
ま
た
変
化
を
遂
げ
た
。
外

発
性
と
は
連
合
国
・
占
領
軍
政
府
の
意
思
に
よ
る
政
策
決
定
で
あ
り
、
内
発
性
と
は
ド
イ
ツ
側
の
意
思
に
よ
る
政
策
決
定
で
あ
る
。

外
発
性
は
州
領
域
、
州
首
相
の
任
命
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
地
区
審
議
会
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
、
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経
済
評
議
会
、
ド
イ
ツ
最
高
裁
判
所
の
設
置
、
ド
イ
ツ
諸
州
銀
行
の
創
設
と
い
っ
た
占
領
統
治
機
構
の
構
築
に
お
け
る
占
領
軍
政
府

の
主
導
性
で
あ
る
。
内
発
性
は
、
州
憲
法
制
定
、
州
議
会
選
挙
、
州
政
府
形
成
、
州
評
議
会
の
立
法
、
経
済
評
議
会
の
立
法
と
い
う

ド
イ
ツ
側
に
よ
る
政
治
意
思
形
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
占
領
体
制
と
は
外
発
性
を
主
要
契
機
と
し
な
が
ら
内
発
性
が
こ
れ
を
補

完
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。 

 　

第
四
に
、ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
評
議
会
の
設
立
に
よ
っ
て
直
接
統
治
か
ら
間
接
統
治
に
移
行
す
る
一
方
、こ
れ
と
は
異
な
っ

て
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
地
区
審
議
会
の
設
置
に
よ
っ
て
直
接
統
治
か
ら
準
間
接
統
治
に
移
行
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ア
メ
リ

カ
占
領
軍
政
府
が
分
権
的
統
治
を
促
進
す
る
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
集
権
的
統
治
を
意
図
し
た
違
い
が
あ
る
。
占
領
体
制

は
一
元
的
構
造
で
は
な
く
、
多
元
的
構
造
で
あ
っ
た
。 

 　

第
五
に
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
の
統
治
制
度
は
、
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
設
立
、
そ
の
第
一
次
改
革
、
そ
し
て
第
二
次

改
革
と
い
っ
た
三
段
階
を
経
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
は
、設
立
時
の
行
政
体
か
ら
第
一
次
・
第
二
次
改
革
に
よ
っ

て
議
会
化
を
伴
う
政
治
体
に
発
展
す
る
と
と
も
に
、
国
家
要
素
を
具
備
し
て
い
っ
た
。
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
の
第
三
段
階
で
経
済
評
議
会
体

制
が
確
立
し
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
は
事
実
上
の
国
家
、
つ
ま
り
半
国
家
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
の
で
あ
る
。 

 　

こ
う
し
た
占
領
体
制
の
変
化
と
国
家
化
の
進
展
は
、
同
時
に
占
領
地
区
に
お
い
て
連
邦
制
の
萌
芽
形
態
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
、

す
な
わ
ち
原
連
邦
制
化
で
あ
っ
た
。
原
連
邦
制
化
と
は
次
の
意
味
で
あ
る
。
第
一
に
占
領
初
期
に
州
領
域
が
画
定
さ
れ
、
州
が
統
治

主
体
に
な
っ
た
。
第
二
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
は
州
首
相
で
構
成
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
で
は

経
済
評
議
会
が
州
議
会
選
出
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
、
ま
た
経
済
評
議
会
の
州
評
議
会
が
州
政
府
代
表
か
ら
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

各
占
領
地
区
お
よ
び
統
合
占
領
地
区
の
立
法
に
お
け
る
州
の
参
画
が
制
度
化
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
原
連
邦
制
化
は
ア
メ
リ
カ
占

領
地
区
と
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
の
そ
れ
ぞ
れ
で
現
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
占
領
体
制
で
は
二
元
的
原
連
邦
制
化
が
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進
行
し
た
わ
け
で
あ
る
。
第
三
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
評
議
会
の
制
定
法
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
占
領
軍
政
府
令
、
ア

メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
で
は
経
済
評
議
会
の
制
定
法
を
州
が
執
行
す
る
と
い
う
立
法
と
執
行
の
機
能
分
割
体
制
が
つ
く

ら
れ
た
。
こ
う
し
た
州
の
統
治
体
化
、
立
法
へ
の
州
の
参
画
、
立
法
と
執
行
の
機
能
分
割
は
一
九
四
九
年
の
基
本
法
に
制
度
化
さ
れ

た
連
邦
制
に
引
き
継
が
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
占
領
体
制
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
間
に
は
明
ら
か
な
連
続
性
が
あ
る
。 

 　

以
上
の
国
家
化
と
原
連
邦
制
化
を
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
の
関
わ
り
で
位
置
づ
け
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
占
領

体
制
下
の
ド
イ
ツ
に
政
治
体
を
設
け
る
こ
と
を
避
け
る
一
方
で
行
政
体
の
構
築
は
許
容
し
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
を
経
済
的
統
一
体
と
し

て
扱
う
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
後
ド
イ
ツ
の
統
一
が
不
可
能
に
な
る
な
か
で
、
西
側
占
領
地
区
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
認
め
た
行
政
体

を
形
成
し
、
次
い
で
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
超
え
て
政
治
体
の
構
築
に
進
ん
だ
。
経
済
的
統
一
性
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
か
ら
乖
離
し
て
ビ

ツ
ォ
ー
ネ
の
レ
ベ
ル
で
そ
の
国
家
化
と
と
も
に
達
成
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
社
会
的
市
場
経
済
は
西
ド
イ
ツ
建
国
前
の
ビ

ツ
ォ
ー
ネ
に
お
い
て
エ
ア
ハ
ル
ト
に
よ
っ
て
先
行
的
に
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
一
九
四
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

は
占
領
体
制
を
継
承
し
て
い
る
。 

 　

占
領
統
治
の
複
合
性
、
外
発
性
と
内
発
性
、
占
領
統
治
機
構
の
変
化
と
諸
段
階
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
占
領
体
制
下
の
国

家
化
と
原
連
邦
制
化
が
捉
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
占
領
体
制
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
へ
の
経
路
性
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ

る
。 

 

注 

⑴  　

本
稿
で
は
、
一
九
四
九
年
の
基
本
法
で
成
立
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
家
性
は
一
九
四
五
年
以
降
の
占
領
体
制
の
も
と
で
次
第
に
用
意
さ
れ
た
と

の
仮
説
に
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、占
領
体
制
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
間
の
断
絶
性
の
み
な
ら
ず
む
し
ろ
連
続
性
の
検
出
に
狙
い
が
あ
る
。 
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⑵  　

戦
後
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
概
括
的
特
徴
に
関
し
て
は
拙
稿
（
二
〇
一
一
）
を
参
照
。
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
特
質
が
近
代
ド
イ
ツ
の
国
家
形
成
の
固
有
の
あ
り

方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
点
を
指
摘
し
た
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
の
著
作
（Lehm

bruch, 1998

）
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。 

⑶  　

ベ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
「
下
か
ら
上
に
」、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
「
上
か
ら
下
へ
」
の
統
治
で
あ
っ
た
（B

enz 2009, 

146

）。
こ
の
よ
う
に
占
領
統
治
の
手
法
の
違
い
を
ベ
ン
ツ
が
論
じ
て
い
る
が
、本
稿
も
ま
た
両
占
領
地
区
の
統
治
構
造
の
相
違
と
変
化
に
注
目
し
て
い
る
。 

 

⑷ 　

ク
レ
イ
が
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
政
長
官
に
な
る
の
は
一
九
四
七
年
三
月
一
五
日
で
あ
る
。 

 

⑸ 　

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
、
州
憲
法
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
憲
法
の
準
備
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
具
体
的
な
作
業
を
担
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
審
議

会
で
あ
る
。
一
九
四
七
年
九
月
九
日
か
ら
九
月
一
一
日
に
開
か
れ
た
第
一
三
回
地
区
審
議
会
は
、
法
律
・
憲
法
委
員
会
に
将
来
の
ド
イ
ツ
憲
法
の
綱
要
を

作
成
す
る
よ
う
求
め
、
こ
れ
を
ロ
ン
ド
ン
外
相
会
議
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
地
区
審
議
会
は
南
ド
イ
ツ
の
連
邦
制
論
者
か
ら
は
集
権
的
な
志
向
が
強

い
と
評
価
さ
れ
た
が
（G

rindt, 64

）、委
員
長
の
ヘ
ン
ス
ラ
ー
（H

enssler

）
は
、憲
法
案
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
「
集
権
主
義
（Zentralism

us

）」
と
「
分

権
化
（D

ezentralisierung

）」
を
い
か
に
「
統
合
（Synthese

）」
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
た
（D

orendorf, 41

）。 

 　
　

一
九
四
七
年
一
一
月
二
五
日
か
ら
一
二
月
一
五
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
外
相
会
議
の
前
夜
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
軍
政
府
は
地
区
審
議
会
に

対
し
て
将
来
の
ド
イ
ツ
憲
法
を
ま
と
め
る
よ
う
要
請
し
た（G

rindt, 209

）。
法
律
・
憲
法
委
員
会
は
一
九
四
八
年
七
月
二
九
・
三
〇
日
の
最
後
の
会
合
で
、

共
産
党
を
除
く
全
政
党
の
賛
成
で
「
地
区
審
議
会
憲
法
政
策
」
を
採
択
し
た
（D

orendorf, 48

）。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
憲
法
政
策
の
目
標
を
明
確
に
し
た
。

つ
ま
り
「
国
家
連
合
」
で
は
な
く
「
真
に
統
治
能
力
の
あ
る
連
邦
国
家
」
を
形
成
す
る
こ
と
、「
州
の
個
性
（Eigenleben

）」
を
「
尊
重
」
す
る
こ
と
、「
諸

州
の
政
治
の
調
整
」
を
図
る
こ
と
で
あ
る
（D

orendorf, 48, 49

）。
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
審
議
会
は
、
議
会
評
議
会
の
基
本
法
審
議
が
始
ま
る
ま
さ
に
直

前
に
、
連
邦
制
的
憲
法
構
想
を
提
示
し
た
。 

⑹  　

戦
後
ド
イ
ツ
の
連
邦
制
の
原
型
は
占
領
体
制
の
も
と
で
現
れ
る
が
、
連
邦
制
的
枠
組
み
を
創
出
す
る
に
あ
た
っ
て
モ
デ
ル
に
さ
れ
た
の
は
、
一
方
で
は

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
制
で
あ
り
、
他
方
で
は
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
歴
史
で
あ
る
。
占
領
体
制
下
で
は
前
者
の
影
響
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
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に
対
し
て
一
九
四
九
年
の
基
本
法
に
制
度
化
さ
れ
た
連
邦
制
の
形
成
過
程
で
は
、ク
レ
イ
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
モ
デ
ル
の
採
用
を
ド
イ
ツ
側
に
求
め
た
が
、

最
終
的
に
は
財
政
制
度
を
除
い
て
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
歴
史
的
形
態
が
継
承
さ
れ
た
。 

⑺　

 
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
州
評
議
会
と
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
統
合
占
領
地
区
統
治
機
構
の
構
築
に
あ
た
っ
て
、「
調
整
（K

oordinierung

）」
は
制
度

形
成
の
牽
引
概
念
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
内
の
州
間
の
調
整
と
ビ
ツ
ォ
ー
ネ
内
の
諸
州
間
の
調
整
を
い
か
に
行
う
か
が
制
度
形
成
上
の
優
先
課
題

で
あ
っ
た
。 

⑻  　

基
本
法
第
一
二
四
条
は
「
連
邦
の
専
属
的
立
法
の
対
象
に
関
わ
る
法
は
、
そ
の
適
用
地
域
内
に
お
い
て
、
連
邦
法
と
な
る
」
と
規
定
し
た
。
ま
た
第

一
二
五
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
た
。「
連
邦
の
競
合
的
立
法
の
対
象
に
関
わ
る
法
は
、
1　

そ
れ
が
一
つ
ま
た
は
複
数
の
占
領
地
域
内
に
お
い
て
統
一
的

に
適
用
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
2　

そ
の
法
に
よ
っ
て
、
一
九
四
五
年
五
月
八
日
以
降
に
（
五
月
九
日
か
ら
）
旧
ド
イ
ツ
国
の
法
が
変
更
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
適
用
地
域
内
に
お
い
て
、
連
邦
法
と
な
る
」（
高
田
・
初
宿, 273; PR

 B
d. 7, 645

）。 

⑼  　

レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
の
所
説
は
ド
イ
ツ
連
邦
制
を
理
解
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
彼
に
あ
っ
て
は
戦
後
連
邦
制
と
占
領
体
制
の
関
係

が
立
ち
入
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
と
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
統
治
構
造
の
相
違
に
言
及
が
な
い
。
こ
の
点
は
彼
の
経
路

依
存
性
論
の
弱
さ
で
あ
る
。 

⑽  　

占
領
統
治
機
構
に
お
け
る
占
領
地
区
間
の
相
違
な
ら
び
に
占
領
統
治
機
構
の
時
間
的
変
容
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
は
、
占
領
体
制
研
究
に
と
っ
て
不
可

欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
抜
き
に
は
、
占
領
体
制
の
構
造
と
そ
の
戦
後
憲
法
体
制
へ
連
続
と
断
絶
は
捉
え
ら
れ
な
い
。 

⑾  　

一
九
四
九
年
五
月
二
三
日
、
議
会
評
議
会
は
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
」
を
公
布
し
た
。
第
七
二
条
は
、
連
邦
が
「
法
の
統
一
性
ま
た
は
経
済
の

統
一
性
、
と
り
わ
け
州
の
領
域
を
超
え
る
生
活
条
件
の
統
一
性
」
に
関
わ
る
立
法
権
を
有
す
る
と
定
め
た
（PR

 B
d. 7, 629

）。 
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